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千代田区行政評価委員会 環境まちづくり・政策経営分科会（第１回）議事録 

日 時：平成29年７月７日（金）午前９時00分～11時58分 

場 所：千代田区役所６階 特別会議室 

出 席 者：（学識委員）朝日委員、鈴木委員、松井委員 

     （委 員 ： 説 明 者）保科委員、大森委員、坂田委員、清水委員、松本委員 

     （委 員 ： 評 価 者）大矢委員、田中委員、須田委員 

     （委 員 ： 事 務 局）亀割委員、湯浅委員 

配付資料：資料１  環境まちづくり・政策経営分科会 委員名簿 

     資料２  環境まちづくり・政策経営分科会 日程 

     資料３  二次評価の評価方法について 

 

１ 開会 

 

発言者 発言内容 

湯浅委員  では、皆様、おはようございます。まだお時間前ですが、皆様おそろ

いですので、よろしければ始めさせていただきたいのですが、よろしい

でしょうか。 

 （「はい」の声あり） 

湯浅委員  ありがとうございます。 

 本日はご多用の中、ご臨席くださいまして、ありがとうございます。

それでは、ただいまから第１回環境まちづくり・政策経営分科会を開会

させていただきます。 

 まずは資料の確認をさせていただきます。お手元の机上資料をご覧く

ださい。クリップ止めで次第が一番上のものがございます。１枚目が次

第でございます。２枚目が資料１「環境まちづくり・政策経営分科会委

員名簿」でございます。２枚目が資料２「環境まちづくり・政策経営分

科会日程」でございます。続いて４枚目が資料３「二次評価の評価方法

について」でございます。それともう一つ、本日ご質問いただきました

質問の一覧と説明資料用の住宅の応募状況、Ａ４一枚、こちらがござい

ますが、ご不足はないでしょうか。 

 （「はい」の声あり） 

湯浅委員  ありがとうございます。 

 次に、本分科会ですが、原則公開でございます。本日の皆様のご意見

などは議事録としてホームページで公開させていただきます。参考資料

の取り扱いが必要な場合は、適宜、お諮りさせていただきますので、ご

了承のほどよろしくお願いいたします。 

 なお、本日は先ほど資料で確認させていただきました事前質問の資料

一覧とその説明資料、こちらは参考配付といたしますが、よろしいでし

ょうか。 

 （「はい」の声あり） 



- 2 - 

湯浅委員  ありがとうございます。 

 それでは、この分科会は委員長が朝日委員を分科会長に指名されてお

ります。まずは一言ご挨拶をいただきたいと思います。 

 それでは、分科会長、よろしくお願いいたします。 

朝日分科会長  ご紹介いただきました朝日と申します。よろしくお願いいたします。 

 評価の事前評価の作業もボリュームが多くて、たくさんの情報をいた

だいておりますので、作業も多かったことと思いますし、また議論もお

願いしたいところもたくさんありますので、どうぞよろしくお願いしま

す。一方、時間がかなり限られているところもありまして、円滑な議事

進行のほうにご協力いただければと、それも同時にあわせてお願いいた

します。よろしくどうぞお願いいたします。 

湯浅委員  ありがとうございました。 

 申し遅れましたが、私、本日司会進行を務めさせていただきます千代

田区政策経営部政策担当課長の湯浅でございます。どうぞよろしくお願

いいたします。 

 

２ 分科会の進め方について 

 

湯浅委員  それでは、ここで次第の２、分科会の進め方につきましてご説明をさ

せていただきます。改めて資料をもとに確認をさせていただきますので、

先ほど机上配付の資料３をご確認ください。二次評価の評価方法につい

ての資料でございます。既に評価手法、評価の基準等々、皆様にご採点

いただいておりますので、こちらにつきましては省略をさせていただき

ます。 

 裏面をご確認ください。（３）評価の流れでございます。評価全体の

流れにつきましては、こちらのとおりです。本日の分科会当日の流れで

ございます。こちら右側、まずは所管部による一次評価の説明が５分程

度、質疑が５分程度、各委員による評価の報告が10分程度、各委員の評

価を踏まえた議論・まとめ、こちらが分科会としての評価となりますが

10分程度で、１施策およそ30分程度で進めさせていただきたいと思いま

す。時間は短いですが、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 また、各委員に既に事前にご評価いただいておりますが、質疑を踏ま

えての評価の修正、途中の報告での修正は可能でございます。修正があ

りましたら適宜お申し出ください。こちらで分科会での評価が決まりま

したら、第２回の全体会を経て二次評価として確定となりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 確認は以上となりますが、皆様、よろしいでしょうか。 

 （「はい」の声あり） 

湯浅委員  ありがとうございます。 
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３ 施策評価 

 （１）施策の目標２ 

 

湯浅委員  それでは、早速施策の評価に入りたいと思います。 

 まずは施策の目標２につきまして、評価に係るご質問を各委員よりい

ただいておりますので、所管部長である環境まちづくり部長からご説明

をよろしくお願いいたします。 

保科委員  はい。環境まちづくり部長の保科と申します。よろしくお願いいたし

ます。 

 ２件ご質問をいただいております。まず主な取組みの項目で、区営住

宅の需給ギャップはどのようになっているんでしょうかと、応募倍率対

象者と提供戸数の状況などということで、お手元に本日追加資料で住宅

の応募状況、平成24年からの分をお配りさせていただきました。資料の

左から３列目に区分とありますが、区営という表記があるのが、いわゆ

るその所得の低い方、ですから収入分野でいくと25％以下の方の住宅で、

高齢というのは同じく60歳以上の方で、区民というのは中堅所得層向け

の住宅です。おおむね収入分位が85％から25％ぐらいまでの方という形

でやっておりまして、平成28年に17年ぶりに区営住宅の新築があったん

ですが、それ以前はほとんど空きがないという状況で、資料を見ていた

だければ募集戸数が１戸とか２戸とかという状況になります。ですので、

一番数が多かったのが平成27年５月募集の区営の空き家、これは１戸だ

ったんですが、78人の方がお申し込みされまして、結果として78倍、こ

れが最高倍率です。 

 昨年、17年ぶりに区営の新築を供給しましたが、下から２行目です。

区営新築の一般枠ですが、61戸供給をさせていただきました。このとき

は倍率が4.9倍です。その下が、同じく区営なんですが、障害者世帯とい

う形で募集をさせていただきました。６戸ですが。これは19世帯お申し

込みがありまして、3.2倍です。ですからこの評価はなかなか難しいとこ

ろですけれども、供給戸数がある程度まとまると、倍率も一桁ぐらいに

なります。逆に１戸になると、場合によっては、100倍まではいきません

が、それに近いような数字になってしまうという傾向がございます。ご

参考までにということです。 

 それから、２点目の指標で、マンション管理組合の捕捉率なんですが、

前回実態調査では432マンション特定とありますが、対象全体のどの程度

に当たるんでしょうかというお話だったんですが、このマンション実態

調査につきましては、まちみらい千代田で５年ごとに調査をしておりま

す。20年と、あと直近が25年の調査、次は30年の予定なんですけれども、

25年に調べたときに、これは分譲マンションですが、一応432棟という把

握をしてございます。このほかに賃貸マンションが約300棟ございます。 

 28年にまちみらい千代田が独自に高経年マンションの管理状況を調べ
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たんですが、そのときのデータは一応分譲マンションが450棟という数字

が出ています。ですので、最近特に千代田区は人口も増えているという

ことで、住宅供給も非常に盛んに行われているということがありますの

で、分譲マンションに関しては450棟前後というふうに把握していただけ

れば当たらずとも遠からずという状況になろうと思います。 

 私からの報告は以上です。 

湯浅委員  ありがとうございます。 

 続いて、関連部長の地域振興部長からご説明をお願いいたします。 

松本委員  はい。地域振興部長の松本です。よろしくお願いいたします。 

 ただいまのマンションのことにつきまして補足をさせていただきます

と、432棟の分譲マンションについてですが、調査した25年度に竣工した

ばっかりとか、竣工するとかというのがありますので、24年度までにで

きていた414棟にアンケート調査を行っておりまして、おおむね６割から

回答をいただいたんですが、その結果を見ますと、管理組合については

93％以上がちゃんと設置をされていて、管理規約も96％以上つくられて

いると。長期修繕計画についても78％以上が作成をされている。そして

修繕の積立金も77％以上で積み立てが行われているということですが、

ただ、この指標に関するような、長期修繕計画に基づいてその積立金の

額が適正に設定されているかどうかという、その関連性までが、今回の

アンケート調査ではきちんと把握できていないという状況ですけれど

も、恐らくここから先は推測ですけれども、修繕計画があって積立金を

ちゃんとしているということであれば、恐らくそんなに乖離した積み立

てでないだろうということで判断すれば、単純に考えれば、過半数、６

割以上のマンションについては長期修繕計画に基づいた積み立てが行わ

れているんじゃないかなというふうに想定されるということでございま

す。 

 説明は以上です。 

湯浅委員  ありがとうございます。 

 それでは、ただいまのご説明及びその他の事項に関しても結構でござ

いますが、ご質問はございますでしょうか。 

松井委員  よろしいでしょうか。 

 今の長期修繕計画のやつの修繕積立金の指標は、初期値が平成20年度

になっていらっしゃいますが、なぜ20年度ベースなのでしょうか。 

松本委員  調査が、20年、25年…… 

松井委員  それでは、25年度ではないのでしょうか。 

松本委員  みらいプロジェクトをつくった際には、25年度の調査結果がまだ出て

いなかったということだよね。時期的には、違うか。 

保科委員  去年の７月に報告が上がってきたのが直近データです。当然集計に時

間がかかるのと、千代田区は高いほうですが、他区は大体回答率が２割

とか低い状況にあります。 
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松井委員  なるほど。 

保科委員  回答率があまりに低かったので、上げるという作業をさせていただい

て、それで集計に手間取りまして、実際上がってきたのは昨年です。 

松井委員  基準値から目標値がどれぐらい上がるかによって、評価はお考えにな

っている。 

保科委員  はい。ここは申し訳なかったんですが、現状値が、この評価票をつく

った時点では入れられなかったということです。 

松井委員  事後的に把握されている、25年度については何％でしょうか。 

保科委員  今、手元にある資料では…… 

松井委員  後ほどでも結構です。 

保科委員  では、後ほど。 

湯浅委員  少し確認させていただきたいと思います。区の実態調査となっており

ますが、基本は調査年度、最新の情報をできる限り使っていると思いま

すので、タイムラグがあるところはやはり結果が出ていなかったのかな

というところでございます。ちよだみらいプロジェクトは27年３月に出

しておりますので、それまでに出ていなかったのかと思われますが、今

確認をさせていただきます。 

 それでは、先に進めさせていただきますが、そのほかご質問はござい

ますでしょうか。 

鈴木委員  よろしいですか。ちょっと別の点なんですけども、高齢者等居住支援

関連事業で、主要施策の成果の83ページですけども、こちらを拝見しま

すと、事業実績のところで年度内助成世帯数があまり多くないのかなと。

利用者が、高齢者世帯だと５ですかね。障害者世帯で６、ひとり親世帯

で６ということで、執行率も61.3％ですので、あまり高くないような気

がいたしますけれども、これはどうしてこれぐらいの数になっているの

か、何か原因とか検討されているのであれば教えていただければなと思

うんですけども。 

保科委員  はい。もともと需要が1桁です。 

鈴木委員  なるほど。 

保科委員  はい。いわゆる居住支援の家賃助成だと思われますが、例えば立ち退

きなどの要件があり、そんな頻発する事例ではありません。いわゆるそ

のセーフティーネットという形でやらせていただいておりますので、む

しろ我々としてはゼロが望ましいという施策でございます。 

鈴木委員  そういう意味なんですね。予算はちょっと多目にとっているという。 

保科委員  そうですね。ですから、執行率は、多分６割はいいほうで、少ないと

きはもう、１件とか２件とかという形になります。 

鈴木委員  そういうものなんですね。わかりました。ありがとうございます。 

松井委員  もう一点よろしいですか。この施策の目標の中には多様なという点や

多様な人々が暮らすと、さまざまな主体であることが目標の１つと理解

しました。主な取組みの中では、基本構想が策定されたり、助成制度を
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整備されたりという点は評価ができる点と思います。実際に協議会の設

置までなされたところで、具体的にどのように協議会が連携の成果を出

しているかは、どの程度把握されていますか。実際にこういう連携の取

組みが進められているというのがあればお教えいただければ幸いです。 

保科委員  実はそこが非常に難しいところで、今、千代田区の区民の皆さんの約

85％がマンション暮らしです。私ども環境まちづくり部のほうは、区営

住宅とか区民住宅の、住宅の供給ということをやらせていただいている

んですが、千代田区としては、人口比で言うと公営住宅の数はウエート

は非常に高いんですけれども、圧倒的に民間マンションのほうが多いで

す。問題は、地域振興部もいろいろ苦労されているんですが、まちみら

い千代田という財団法人を活用していますが、マンション内のコミュニ

ティ形成というのは非常に難しい状況で、先ほども地域振興部長からあ

りましたが、管理組合はできている。管理規約もきっちりある。 

 では、修繕積立金等々に基づいて、きっちりとした管理がなされてい

るのか、マンション内の例えば災害のときの自助とか協助とか、防災訓

練もやられているのかというと、やっていないところもたくさんありま

す。そこを今一生懸命まちみらい千代田が個々のマンションに入って指

導はしますが、なかなか思うように進まない状況です。ですから、イメ

ージとしてもおわかりと思いますが、端的な例がマンションの防災訓練

です。100戸あったとしても、100人来てくれますかというと、多分参加

率は10％いくか、いかないか。場合によったら管理組合の理事さんだけ

が出ている状況です。そこは本当に悩ましい問題で、我々も大きな課題

というふうには認識をしています。 

松井委員  なかなか難しいテーマですけども、このめざすべき10年後の姿は、む

しろそういうソフト的なものがやはり目指すべきところだというふうに

理解できそうです。その点は、現状から言うと、なかなか評価が難しい

ところですね。 

保科委員  そうです。そこはまちみらい千代田のほうでリーフレットをつくって

個々のマンションに配ったり、あと個々のマンションへ行って、いろん

な協力依頼をしたり、マンション交流会を設けたりしています。ある面、

きっちり管理ができているマンションと、管理不全ぎみなマンションと、

二極分化的な要素も若干出てきて、きっちりできるところはいいのかも

しれませんが、管理不全に陥る前の早めの手だてを我々としてもしてい

かなきゃいけないので、そこをどういう形でご協力いただいて、実際そ

の実践につなげていただけるかというのが大きな課題です。 

松井委員  ありがとうございます。 

湯浅委員  そのほかございますか。 

 （「なし」の声あり） 

湯浅委員  それでは、お時間もございますので、お一人２分程度で、ホワイトボ

ードに皆様の採点のポイントを記載してございますので、ご参照のうえ、
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ご意見をいただきたいと思います。もしポイントを変える場合はお申し

出いただければ、ホワイトボードも修正させていただきます。 

 では、朝日委員からよろしいですか。 

朝日分科会長  はい。まず主な取組み、指標、今後の方針と、３、４、３という評価

です。主な取組みに関しての観点は、今ご質問が松井先生のほうからあ

ったような、地域との連携、コミュニティとの関係というところです。 

私も同様に、居住の確保に関する助成とかハード整備に関しては充実

していると思うんですけれども、福祉、不動産、子育ての連携、コミュ

ニティ形成といった点については、居住支援制度などの取組みはあるん

ですが、その成果を観察する必要がある。その視点が不足しているのと、

そこを観察できる指標がないというところで、進展がわからないという

ところが３という理由です。 

 指標に関しましては、挙げられている指標の進捗という観点で見てい

まして、その意味では４ですが、指標自体が適切かということに関して

は、私の場合は外して考えています。今申し上げたとおり、挙げられて

いる指標に関しては順調に推移しているように見受けられます。「住ま

いや居住環境に満足している人の割合」という、その満足度の指標、一

番上の指標は、典型的に指標として用いられるところではあって、それ

がよい場合もあるんですが、この文脈では、満足できない人は転出する

傾向が強い地域なんじゃないかと思いまして、転出入が多いという特性

ですとか、居住の課題が高齢者、低所得者、子育て世代とセグメント化

されているといった点から見ると、ばくっと大きく満足しているという

指標で見るのは足りないかなと感じています。あと、さまざまな主体の

連携、コミュニティ形成に関する進捗を測る指標が欠けているなと感じ

ました。 

 今後の方針につきましては、課題の認識という点では適正ですが、具

体的な方向性が見えにくいというところで、３ということにさせていた

だきました。 

 以上です。 

湯浅委員  はい。ありがとうございます。 

 それでは、鈴木委員、よろしくお願いいたします。 

鈴木委員  はい。まず主な取組みにつきましては、区営住宅や高齢者向け優良住

宅等の賃貸住宅等の開設が着実に進んでいるなというふうに思いまし

た。先ほど高齢者等居住支援関連事業、助成世帯数が少ないので、これ

はちょっと十分な周知がないのかなとも思ったんですけども、その今の

説明で、部長様の説明で、立ち退きなどがそもそも少ないんだというこ

とですので、そこはちょっと認識を改めたところでございます。 

 指標については、ここに挙げられている指標は確かに改善されている

なというふうに思いますが、やはり必ずしもこの主な取組みと指標が十

分連動し切れていないところもあるかなと思います。例えば主な取組み
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の最後、住宅付置制度などですけども、これはいわゆる開発指導要綱的

なものかと思うんですけれども、これがどのような実績をこれまで上げ

てきたのか。結構長期間にわたって運用されてきたと思うんですが、そ

ういったことがなかなか見えないなという感じがいたします。 

 それから、今後の方針ですけれども、次世代育成住宅助成について、

これは主要施策の成果を拝見すると、助成終了後も区内定住率があまり

高くないということなんですが、その改善策とか原因分析が、ちょっと

読んだ限りでは十分読み取れなかったなというところがあります。また、

やはり先ほど部長からもご指摘がございましたけども、マンション管理

の適正化を今後図っていく上のその誘導の仕組みというんですかね、こ

こがなかなか難しいかと。私もまちみらい千代田をよく知っているんで

すけども、やはり人数もそんなに多くない中で一生懸命やっているんで

すが、マンションの数は多いですから、今後どういうふうに実効性を上

げていくのかが課題かなというふうに思います。 

 やはり、千代田区に住みたいと考えるのはどういう層なのかというと

ころをもうちょっと検討する必要があるかなと思うんですね。実は、区

としては子育て世代に住んでほしいけれども、実は住みたいと思ってい

るのはそういう子育て層ではなくて、単身層とか、例えば若者に人気が

あるエリアって、実は秋葉原とかお茶の水に住みたいという人は結構い

るらしいんですけども。やはり通勤に便利なところですので。結婚する

と郊外に出ていってしまうというところもあります。単純に人口を増や

したいだけであれば、むしろそういう単身層にターゲットを絞って定住

を勧めていくような施策が必要なのかもしれません。でも、そういう層

は今度はコミュニティには積極的に多分参加しないでしょうから、単身

層ばっかり増えてもどうかなという問題もあって、非常に何か悩ましい

ところかなというふうに思いました。 

 以上でございます。 

湯浅委員  はい。ありがとうございます。 

 それでは、松井委員、よろしくお願いいたします。 

松井委員  はい。私は当初出したものから少し変更させていただきたいと思いま

す。 

 まず主な取組みはそのまま３です。これも先ほどお話ししましたが、

区営住宅と高齢者向け優良賃貸の開設とか安心・安全助成制度を成立さ

れたというのは非常に評価できます。しかし、10年後の姿で示されてい

るような、さまざまな分野での主体との連携では、協議会等々は設置さ

れていますが、まだ整備段階かなというところもあります。そこで、３

とさせていただきました。 

 指標に関しては、個別の指標に対してはこの内容を評価するには適切

なのかなという疑問をもちました。しかし、一応定めた以上はこの指標

に基づき評価することが筋といえますので、達成度は一定程度あるとい
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うのは評価したいと思います。ただし、先ほどもご質問させていただい

た３つ目の長期修繕計画は、基準値が低いですね。 

保科委員  低いですね。 

松井委員  おそらくこれは25年度はもっと高いのではないかと思います。基準値

に基づいて評価しますと、評価にインフレ感が出てしまいそうです。他

の指標を見ますと、高く策定していますので、ここは４とさせていただ

きました。 

 今後の方針は当初は４としましたが、３にさせてください。10年後の

施策自体の目的は整備よりも、その先にある自主的な管理等をどのよう

に展開していくかに施策の目的を重点化することが適切と思い、４から

３にさせていただきました。 

 それに伴いまして、総合評価はＢのままです。 

 ご指摘させていただいた点は以上です。 

湯浅委員  はい。ありがとうございます。 

 それでは、須田委員、よろしくお願いいたします。 

須田委員  はい。私のほうは、評価は変わらないです。ただ、これ全体として私

が評価するときに４をつけたというのは、希望的な観測も含めて、こう

なってくれるだろうというところを、予想としてつけていまして、主な

取組みの中では、先ほどのお話のとおり住宅というのをいろいろな分野

で捉えて、昨年か、福祉の分野でもかなり重点的に取り上げているとい

うところは、高齢者、障害者、ひとり親とか子育ても、幅広く検討して

いるというところで、全体の取組みとしては評価をしています。 

 それで、マンションが85％と、保科委員からもありましたとおり、マ

ンションに住まわれる方って、もう千差万別。コミュニティを我々は望

んでいるけれども、そういうのを望まない人もいるわけですよね。そう

いう、要するに個人の生活環境を重視してマンションに住まわれるとい

う方も多いところを、まちみらい千代田が、災害対策とか、みんなが共

通で困ってしまう、防犯といったところで今進めているところもあって、

10年後の姿を、そこも含めていろんな部署が協力をしてやっていくとこ

ろで何とかいけるのではないかという、主な取組みとしては網羅されて

いると。 

 それから、指標のところですけれども、これもその主な取組みとは重

なりますが、今、松井委員のほうからご指摘があった平成20年の38％と

いうのはやはり私もひっかかっているので、その部分はどうしようかな

と思うんですが、先ほど申し上げたとおり希望的な部分も含めて、引き

続き４ということで考えております。 

 それから今後の方針のところですが、区民アンケートの満足度は、「や

や満足」も含めると50％近くですよね。それから、重要度も区民の分野

では80％ぐらい。要するに区民に託されている役割というのもかなり重

いというふうなところで、まちみらいも含めて、今後かなり強力に連携
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をとることによって、老朽化した公共施設も、我々も含めてやっていく。

それから高経年マンションの管理も着実に進めていくということを願っ

ております。それから、判定、評価としては、住まいそのものが個人の

生活に密着しているというところもあって、居住者個々の異なる感覚が

ある中で、まちづくり全般としてのことと、それから福祉の視点という

のが、人口構成も含めて着実に進めていける中身になっているんだろう

と思いまして、評価はＢと。 

 先ほどの評価のところで、判定評価の部分が４というのは「やや評価」

というふうになっていて、この評価基準そのものも疑問は残るんですが、

やや評価できるというところで私は全体の評価をしました。 

 以上です。 

湯浅委員  ありがとうございます。 

 引き続きまして、田中委員、よろしくお願いいたします。 

田中委員  はい。私も須田委員と同じ４、４、４なんですが、主な取組みについ

ては、もう各委員さんもおっしゃったとおり、ハード面のことですとか

助成制度ですとか、その辺に関しては非常に進んでやっておられるのか

なと思いました。また住宅付置制度についてもこれまでは住宅を増やす

という方針でずっとやって、実際にその成果がかなり上がっていて、既

に住宅の数としては一定程度の確保ができたということで、今後は住環

境の整備のほうに変えていくという考え方もいいのかなと思いました。

ただ、一方で、ほかの方もおっしゃっていたように、居住支援協議会の

ことですとか、マンションのやはり管理を支援していくということにつ

いては、方針としては立っているけれども、やはりその具体的なことと

いうのがこれからなのかなというところで、ちょっと５はつかないかな

ということでの４です。 

 それから、指標についても皆さんと同じですけれども、数値が出てい

るものについては一定程度改善が順調に見られているということで、数

値が出ていないものがあるということで、５じゃなくて４ということに

しております。 

 それから、最後の今後の方針についても、課題としてはきちんと認識

をされていると思うのですが、私が今後千代田区で一番大きな課題にな

っていくのではないかと思っているのが、やはり主な住居がマンション

であるということです。分譲マンションがかなり多いということで、先

ほどお話があったように、管理組合とか規約とかは一応形は整っている

ところが多いけれども、本当に機能しているマンションは実はそんなに

多くないという中で、また最終的に、何十年後かにそのそれぞれのマン

ションが建て替えなり何なりが必要になってきたときに、本当にそこに

住んでいらっしゃる方が住み続けられるようにしなければいけないとい

うのが、とても大きな問題になってくるのではないかと思うのですが。 

 ただ、一方で、それぞれの分譲マンションは、その管理組合が本来自
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主的にそれを自分たちで考えてやっていかなければいけないものなの

で、そこに区としてどこまでこう、ある意味おせっかいを焼くというか、

すべきなのか、またできるのかというのは、非常に難しいだろうなとい

うことが考えられるので、やらなければいけない課題ではあるけれども、

実際にどうやったらできるのかというのがなかなか難しいだろうなとい

うことで、頑張ってくださいという意味の４です。 

湯浅委員  はい。ありがとうございました。 

 それぞれの委員、それぞれのご意見をお持ちだと思いますけれども、

他のご質問を含めていろいろとご意見を賜りたいと思っております。ま

たあわせて、ご意見を聞きながらまた疑問に思ったようなところなども

ございましたらお願いしたいと思います。いかがでしょうか。 

須田委員  まちみらい千代田がマンションの中で、マンションコンシェルジュじ

ゃないけど、マンションに入っていって、実際にお困り事を聞くみたい

な、何かやったような気がするんですが、そういうのはなかったでした

か。これからやるとか。 

保科委員  マンション管理士を派遣するとか、マンション管理士を何人か雇用し

てというのはやっています。 

須田委員  今もやっていますね。 

保科委員  はい。 

須田委員  その反響というのはどうですか。そもそもマンションに入れないとい

うのが課題としてあって、セキュリティーの問題で入れないと、よく聞

きます。入れないと何もできないというのがあるので、そこら辺をまず

は、居住者の方がそのマンション内をまとめる。管理組合とはちょっと

違う形態なのかもしれないけど、そういう意味の何か対策をやっている

ようなことを聞いたのですけど。 

松本委員  それはマンション生活協力員制度といって、保健福祉部のほうでマン

ションの中に住んでいる方の中で、行政とマンション内のパイプ役にな

っている人を任命して、その人を通じてマンション内に行政の情報を伝

えてもらったり、あるいはそのマンション内に何かちょっと見守りが必

要な人がいそうだみたいな情報を区にくれたりという、そういう人の任

命を始めているんですけど。400棟のマンションがあるとして、今のとこ

ろ任命できているのが、まだ、ちょっと正確じゃないですけど30人とか

そのぐらいだから、それが全マンションにそういう人が任命できれば、

マンションの中のことが行政にも情報として入るし、行政の情報も伝え

やすくなるということですけど、なかなかそれは。 

須田委員  そうですよね。 

松本委員  手を挙げて私がなりますよと言ってくれる人をどうやって探すかとい

うので苦労して、少しずつしか増えていないんですけど。 

須田委員  そういったことを地道に積み重ねていくことがこの住環境づくりの向

上というところにつながると思うので、その辺も切り開いていく。非常
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に難しい課題ですが。 

松本委員  ソフト面というところではそういうところですよね。 

須田委員  そうですよね。なるほど。わかりました。 

湯浅委員  朝日委員。 

朝日分科会長  今の福祉の分野で、マンションのほうに入る枠組みがあるという情報

がありましたが、それは、他の福祉だとか、ここで挙げられているコミ

ュニティとか災害でのソフト的な取組みがここでの成果に影響してくる

度合いがかなりある可能性がありますよね。そこの情報は今おっしゃら

れたように把握されていると思うんですが、それを相乗効果のように施

策として連携するようなことは考えられるのか。他部局のところの政策

に成果が依存してくるところを評価としてどう考えるのかというのは課

題としてあるかと思いますが、その辺りはどのようにお考えですか。 

松本委員  最初は――先ほど来話が出ましたけど、例えば防災というような切り

口でマンションに働きかけることによって、防災というのは当然、生命、

財産に直結する話ですから、１つのインパクトがあるので、それなりの、

一部のマンションには成果があったんですけど、ただ、逆に大地震とか

っていつ来るかわからないという意味では、あまり緊急性を感じない人

もかなりいて、防災だけで押せば全部が反応してくるかというと、そう

でもないということですから、いろんな切り口でマンションに働きかけ

るというのがすごく大事で、そういう意味では、先ほど申し上げたマン

ション生活協力員というのは、どちらかというとソフトの見守りだとか

の面からのアプローチで、いろんなアプローチをして、どこかでそのマ

ンションと区の間でパイプができれば、そのパイプというのは何も、じ

ゃあ、これは防災でつくったからまちづくりだけとか、ここは協力員は

福祉でつくったから福祉だけじゃなくて、パイプが１個できればそこは

区の中のいろんなジャンルがそのパイプを使えるようになるわけですか

ら、そういう形でやっていくというのが、今、区の取組みの方向性なん

ですけどもね。 

朝日分科会長  そうすると、マンションのコミュニティを考える大きな窓口という意

味では、そういったいろんなチャンネルを把握し活用する視点というの

を一番持つべきという認識、ということでよろしいですか。 

松本委員  そうですね。そこをまず広げていきたいということですね。 

朝日分科会長  わかりました。 

湯浅委員  はい。そのほかございますか。 

 では、先ほどの指標のご質問ですが、平成20年度ちよだみらいプロジ

ェクトを27年３月で発行しておりますが、この発行に当たって、それぞ

れの部署のほうに作成の締め切りをさせていただいたのが大体26年10月

ぐらいじゃないかということで、多分その時点では個票が出ていなかっ

たのかなというところです。現状値が入らなかったというのは、これ以

上調査できませんでした。申し訳ありません。 
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松井委員  別に責めているわけではありません、現状を教えて頂きたいだけです。 

湯浅委員  はい。 

松井委員  これは更新すればよい話ですから。 

湯浅委員  わかりました。 

 それではお時間になりますので、分科会としての評価を取りまとめさ

せていただきたいのですが、いかがでしょうか。よろしいですか。 

朝日分科会長  はい。主な取組みにつきまして、点数のまとめですけれども、主な取

組みにつきましては合計が17点、指標につきましては20点、今後の方針

につきましては16点ということで、合計が53点、評価がＢという結論と

なりました。評価の方向性としては、ご認識は、おおむね皆さん同じと。 

 今後の方針のところが一番離れたけれども、マンションの特性と、単

身者が多かったりという特に賃貸マンションの特性と、福祉とか災害と

か、コミュニティとあるいは連携が必要な課題というのが、かなりジレ

ンマ的な状況にあるということに対して、もっと成果を見える具体的な

形にするにはまだ途上じゃないかというご意見と、そういった困難さを

踏まえた中での取組みを考えると一定程度評価できるのではないかとい

うところで、少し分かれたかなというところかと感じております。 

 結果につきまして、何かご意見ございましたらお願いいたします。 

 （「なし」の声あり） 

湯浅委員  それでは、次の評価に入らせていただきたいと思います。 

 分科会長、ありがとうございました。 

 次の評価、施策の目標５に入りますが、ここで所管部長の環境まちづ

くり部長は退席となり、行政管理担当部長と交代となります。関連部長

の地域振興部長も退席で、地域保健担当部長と交代。所管外部長が地域

保健担当部長から子ども部長へと交代となります。ちょっとお忙しいで

すが、よろしくお願いいたします。 

松本委員  ありがとうございました。 

 （保科委員及び松本委員退室、清水委員及び大矢委員入室） 

 

 （２）施策の目標５ 

 

湯浅委員  それでは、よろしいでしょうか。議事を再開させていただきます。 

 施策の目標５につきましての評価でございます。皆様からご質問いただ

いておりますので、そちらのご質問に対しまして所管部長の行政管理担当

部長よりご説明のほうをよろしくお願いいたします。 

清水委員  はい。質問のところだけでよかったんでしたっけ。 

湯浅委員  はい、結構です。 

清水委員  あ、そうなんですか。はい。行政管理担当の清水と申します。よろしく

お願いいたします。 

 施策の５でございます。「みんなで助けあう減災のまちづくりを進めま
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す」というところでございます。主な取組みとして３つ挙げさせていただ

いております。１つは防災、減災の推進ということで、要援護者の対策、

それから帰宅困難者の対策、水防の関係のタイムラインと。そして２番目

が災害に強いまちづくりということで、荒川なんかの浸水の関係ですね。

あまりないんですけれど。それから避難確保の地下街の取組み。それから、

昨年度大きく前進をしましたけれども、災害時の医療態勢の整備というと

ころでございます。 

 まずは防災、減災対策の推進というところの要援護者対策のところでご

質問をいただいております。要援護者名簿の実効性というところでござい

ます。ご指摘をいただいていますように、要援護者名簿というのは作成し

て持っているんですけれども、これは基本的にご本人それぞれ基本的には

65歳以上の方でひとり暮らしだったり、そういった方になりますけれど

も、ご本人様の希望に基づいて名簿をつくっていると。名簿に登録をして

もらっている。ご本人様の同意を得て、町会ですとか民生委員ですとか地

域の方々にお配りをして、実際にその助けてくださる人たちにお配りをし

ている。こういう仕組みですね。 

 対象となり得る方というのは約8,700名中4,035名、46％ぐらいになるん

でしょうかね、の方が、いざというときには助けてもらいたいですという

希望をして、地域の人に私の名簿を渡していいですよという了解をいただ

いていると、そういう状況でございます。 

 で、これ、この間もテレビでやっていましたけれども、名簿ができたと

いうだけで、じゃあ、実際にどうするという、名簿をつくるところから始

まらないとどうしようもないんですけれども、名簿の効果を実際に効果た

らしめるためには、具体的に、その、じゃあその名簿を預かってくださっ

ている地域の方々で話し合いをしていただいて、じゃあ、実際にそういう

災害が起きたときには、その名簿に登録をされている方、Ａさん、Ｂさん

について、じゃあ、誰がどうやって助けに行くんだということまで本来的

には落とし込んで決めていかないと、なかなか現実的には、名簿があるだ

けで、安否確認はできるかもしれませんけれども、助けに行くというとこ

ろまではなかなか難しいんだろうとは思っています。そこは、その地域に

よってかなりの温度差があるというのが実態でございます。そこまで行け

ばいいなというふうにこちらとしては思っていますけれども、なかなかと

いうような状況でございます。それが１点目です。 

 それから、２点目は帰宅困難者ですね。東京都の推定で50万人ぐらいは

出るんじゃないかということでございまして、その推計をもとに対策を講

じるというところでございまして、千代田区はやっぱり東京駅周辺、それ

から神田地域という、秋葉原、そういったところが実際問題３.11のとき

にもあふれ返った、帰宅困難者で。そのときはＪＲも塞いでしまいました

ので、ストップしてしまいましたので、余計に多かったというのがありま

す。 
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 どういうふうに対策をとっていくのかというところなんですけれども、

50万人に対して現在千代田区内の企業あるいは大学等と協定を結んで、い

ざというときには一時的に受け入れをしてくださるという協定をお願い

しています。そのために必要な物資等はこちらのほうで用意をさせていた

だくと、簡単に言えばそういうような協定を締結しているんですけれど

も、その発足の人数というのが、ご指摘いただいているとおり現在のとこ

ろ２万9,000人強というところでございます。 

 これは、東日本のときを踏まえて、実際に帰宅困難者になった方に対し

て、民間の調査機関がアンケートをとった。どうしましたかと。歩いて帰

ったとか、自転車で帰ったとか、あるいは会社に泊まったとか、それぞれ

細かく分類して調査をした結果があります。あくまでも傾向ということに

なるかもしれませんけれども、それで調査をした結果、８割以上の方が何

らかの形で帰宅をされたと。ぞろぞろ帰っていた光景がまだ記憶に新しい

ところですけども、ほとんどの方がそうやって何らかの形で帰った。帰ら

なかった、会社に残ったという方はそれはいいんですけれども、例えば私

どもはこの１階の区民ホールなんかに一晩明かした。あるいは出先機関で

ある出張所、区民館なんかも、開放しましたので、そこで一夜を過ごした

と。そういう方、公共の施設だとか、あるいは駅の軒下だとか、そういう

ところで一夜を明かしたという人が４％弱だったと。3.8％ぐらいだった

と。 

 で、じゃあ、50万人に対して50万人全員を行政で全てというのはこれは

なかなか難しい話でありますので、現実的なところを捉まえると、じゃあ、

50万人に対して3.8％はどれぐらいかなとなると、１万9,000人なんです

ね。そうすると、現実的な数値というのはそれぐらいかもしれないねとい

うことで、じゃあ、当面２万人を目標としようじゃないかということで協

定を締結し始めまして、２万人を突破して、今２万9,000人というところ

まで来たという数字でございます。ただ、だからオーケーだよねというふ

うには思っていませんので、どんどんどんどんそうやって一時受け入れて

くださるという企業さんなり大学さんなりは増やしていく、協定はこれか

らも継続して増やしていくという予定はしております。 

 それから、それぞれ一時受け入れあるいは避難誘導をしていただく地域

協力会というのを設けております。これはなかなかほかの自治体でここま

でできているところは意外とないんですけれども、例えば東京駅周辺の地

域協力会というのであれば、あくまでもその帰宅困難者をメインにしてい

ます。そこに所在している企業さんだけじゃなくて、そこに住んでいる住

民の方も入って、いざというときにどういうふうにしようかと、避難誘導

をどうしようかというようなことでやっている。うちも補助金も出してお

願いをしているような会なんですけども、地域協力会イコール、その一時

的に受け入れをしてくださっている、協定を締結している企業、イコール

ではないので、あくまでも地域協力会に属している企業さんも協定を締結
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してくださっているところももちろんありますけれども、地域協力会はあ

くまでもそのときの一時的な受け入れ、あるいは退避場所の案内ですと

か、そこでの備蓄物資の仕分けですとか、そういったお手伝いをしてくだ

さる。あるいは平常時の訓練だったり、講演会であったり、そういった準

備をしてくださっているという会なものですから、その協定と地域協力会

との受け入れの重複とか対象の切り分けというのは、そういう意味で言う

と、役割がちょっと違っているので、ということでございます。 

 それから、水防の関係の、特に地下街、地下の施設に関する避難確保、

浸水防止計画の策定ということなんですけれども、これ、法律が改正をさ

れて、もう計画をつくらなければいけないというふうになっています。千

代田区もそんなにあるわけではないんですけれども、一応、駅が相当あり

ますので多少はあるということで、155団体、団体数で言うとそういうこ

とになるんでしょうかね。荒川がほとんど、神田川が若干というところで

団体指定されていまして、それぞれ計画を順次出してもらっています。 

 ただ、東京駅周辺、丸の内のところは、法律上は１施設、１つのビルの

地下というのが１つということでして、ところが地下街になるとそれが全

部つながっているものですから、基本的に、つながっているんだったら共

同で計画を出しなさいよということになっています。で、残っているのが

その東京駅周辺の地下周辺ということで、これがほぼ残っている、計画を

出してもらわなければいけないけど残っちゃっているというところにな

っています。 

 本来であれば自分のところの地下のどうするというのだけ出してくれ

ればいいんですけれども、つながっちゃっているものですから、共同で出

さなくちゃいけない。で、共同で出すというときには、当然のことながら、

じゃあ実際起きたときには、水が流れ込んじゃったときには、こうします、

ああします、というところまで計画をしなくちゃいけない。そうすると、

共同で出すに当たって責任者を設けなければ当然いけなくなってくるの

で、じゃあ、誰が責任者になりますかという現実的なところですったもん

だして、なかなか計画が上がってきていなかったというのがハードルにな

っていました。 

 これは千代田区だけじゃなくて、東京都も含めてこれは何とかしなくち

ゃいけないということで、国も入って東京都も入って、ちょっと整理をし

ましょうと。じゃあ、東京駅周辺はじゃあ３つぐらいのグルーピングに分

けて計画をつくっていきましょうということで、昨年度ちょっと整理をし

まして、ようやくその責任者的な方なんかも上がってきて、対応できると

いうような見込みが立ってきたところでございます。これが、ハードルと

いうところと、それに対する支援の状況と。東京都も、千代田区だけじゃ

なくて東京都も入って支援をして、何とか形になってきたかなというとこ

ろでございます。 

 連携可能な枠組みというのは先ほど言ったその共同でやっていくとい
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うことなので、一緒にやっていくよという、そういうところでございます。 

 

湯浅委員  はい。ありがとうございます。 

 関連の地域保健担当部長も何か、特にご質問はないようですけれども、

よろしいでしょうか。 

田中委員  はい、特に。 

湯浅委員  それでは、ただいまのご説明と、そのほかの項目で、また何かご質問の

ほうがございましたらお願いしたいと思います。 

松井委員  今お話を聞いていて、納得した点と何か疑問を持った点がありました。

帰宅困難者の目標とするカウントは、東日本大震災の受難者をベースにカ

ウントされたということですが、首都直下やゲリラ豪雨など、東京が直接

被害に遭った場合にはその桁が異なってくるのではないのでしょうか。 

清水委員  当面の目標として、その２万人というのを１つのラインにして協定を締

結してきた。ただ、先ほど申し上げたように50万人という想定があります。

首都直下をベースにして50万人と東京都の想定はありますけれども、じゃ

あ、50万人の帰宅困難者を、そもそも論として、じゃあ、千代田区が公助

として全部受け入れを確保すべきなのかどうなのかというところの議論

もあろうかと思っているんですね。 

 もっと言いますと、帰宅困難者対策というのは、東京都も含めて、ほか

の自治体に比べて千代田区はかなり早めに着手をしてきたという自負は

あるんですけれども、一方で、帰宅困難者対策を、先ほども申し上げたよ

うに全部行政で、公助で全て賄うべきかというのも議論しなければいけな

いというふうにも思っています。 

松本委員  もちろんそうでしょうね。 

清水委員  ええ。 

松井委員  民間の自前でするというのは、東京都の条例の趣旨ですね。 

清水委員  そうですね。そもそもが帰宅困難にならないように、要は帰らないでく

れと、とどまってくれというのが３.11以降の発想の１つでもあろうかと

思うんですよね。それもあると。帰宅困難者をそもそも、その想定がどれ

ぐらいだという話をすると、現実的には確かにそうだと思うんですけれど

も、実際問題３.11のときにもそうでしたし。だけど、帰宅困難者になら

ないように、企業さんだったり学校だったりだったら、もう帰さないでく

ださいというのも１つはあろうかと思う。 

松井委員  もう一つの質問は地下街の避難訓練です。計画を策定後、１年間で25％

上がったことは高く評価できると思います。しかし、むしろ残された部分

は難度が高いのかなと思いますがいかがでしょうか。 

清水委員  そうですね。 

松井委員  残り75％分の東京駅周辺は、これはもう責任者が決まって、計画が策定

される見込みでしょうか。 

清水委員  あ、そうなんです、そうなんです。それが先ほど最後のほうに申し上げ
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たところでして。 

松井委員  その場合、36年度を待たずに避難訓練を実施することが、かなり高い割

合で可能になる見込みでしょうか。 

清水委員  そうですね。出てくると思います。少なくとも計画はもうつくらなけれ

ばいけないというふうになっていますので、まずはそこがかなり早い段階

で出てくるんだろうというふうには。 

松井委員  ありがとうございます。 

湯浅委員  そのほかご意見がございましたら。ご質問でも。 

 ないようでしたら、少し時間も押してまいりましたので、評価のご説明

をいただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 申し訳ございません、朝日先生、また最初、よろしいですか。 

朝日分科会長  はい。私はポイントのほうは４、３、３となっています。 

 取組みに関しては、国の方針に基づく対応と、あと新規の予算措置、地

下街なども見まして、地域特性に応じた充実が図られているという評価に

なります。指標につきましては、地下街の避難訓練の実施率の前提になる

計画ですね、それがハードルになっているところなどの分析が必要なので

はないかと思ったのですが、今のご説明ですでに対応が図られているとい

うことがわかりました。 

 企業と地域の連携とか地下街の視点は、地域特性を捉えたものになって

いるのですが、その連携の内容や実効性に基づく指標となっているのかが

わからない部分もあるなと感じましたが、先ほど地下街のように、共同で

協議の場を持たないと決められないという組み立てになっているのでし

たら、その辺がその実効性に、見かけよりはつながる形になっているのか

なと思いました。災害の点はちょっとわからない点もありますよね。 

 あと要援護者について質問した点ですが、8,700名中の46％がカバーさ

れていて、中身についてはそれぞれの話し合いによるにしても、46％の数

字は他の団体と比べると高いほうなんですか。この辺がよくわからない。 

清水委員  どうなんでしょうかね。多分それは全国的に見て、町村含めると相当、

差があるかなと思うんですね。 

朝日分科会長  そうですね、この辺り…… 

清水委員  ええ。都市部で46％というのは決して低くはないのかなというふうには

思っています。約半数ですから。 

朝日分科会長  はい。町会を通じて、ということですよね。 

清水委員  そうです。基本は町会を通じてですね。 

朝日分科会長  わかりました。ありがとうございます。 

 今後の方針についてなんですけれども、これも主に気になっていたとこ

ろが避難訓練の実施率のポイントだったので、解決されました。ポイント

を後でちょっと考えさせてください。 

 帰宅困難者の対策のカバー率に対する評価方針がわかりにくかったの

ですが、質問に対するご説明をいただいたところで、地域協力会と受け入
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れ協定で重複もあるし、役割が違うという切り分けになっているというこ

とで、理解いたしました。 

 以上になります。 

湯浅委員  では、鈴木委員、お願いいたします。 

鈴木委員  はい。まず主な取組みで、３というふうに評価いたしましたけども、千

代田区という地域特性の中で、なかなかこの防災対策を進めるのが一般の

市町村に比べると難しい中では、帰宅困難者対策ですとか要援護者名簿で

すね、先駆的に取り組んでいらっしゃるというふうには思いますけれど

も、一方で、やっぱりまだ帰宅困難者防災訓練の予算執行率とか、あるい

は企業、事業者への備蓄費用助成の執行率も必ずしも高いとは言えないと

いうところでは、少し取組み、工夫の余地があるかと思いまして、３点と

させていただきました。 

 指標につきましては、ここに挙がっている指標はもちろん一定の進捗を

しているということで読み取れると思いますけれども、やはり他の団体と

の比較があると、もう少し評価がしやすくなるかなと思うんですね。東京

都内にも同じように地下街を抱える区がありますけれども、そこでの実施

率はどのぐらいで、それと比べると千代田区はどうなのかということがあ

るわけですね。それ、評価としてはしやすいなという気がいたしました。 

 それから、今後の方針は３点としたんですけども、ここは、ちょっと修

正して４に上げたいと思っております。それは先ほどの地下街の防水計画

の実施が、また一定程度上昇することが見込めるんだと、そのようなご説

明でございましたので。 

 それと、ここの主要な取組み、主な取組みには入っていないんですけど

も、一般的な防災訓練のところで、ＨＵＧですかね、避難所運営ゲームと

か、かなりまだ他市町村では十分やっていないことも積極的にやっていら

っしゃいますので、防災としては一定の成果が上がっているように受け止

めております。 

 以上でございます。 

湯浅委員  はい。 

 続いて松井委員、お願いいたします。 

松井委員  私は４、３、３と提出させていただきました、修正させていただきます。 

 まず、主な取組みは４のままです。帰宅困難者の対応は、先ほどもご紹

介いただいたように、目標値を見ながら進められているという点が非常に

評価できると思います。とはいえ、やはりその先ほどの議論でもございま

したが、昼夜間人口を考えますと何らかのアプローチが必要と考えられま

す。特に民間施設の活用や協力が不可欠と思います。これらの点はこれか

らの課題として、意見としてさせていただければと思います。 

 指標は、これは３から４にさせていただければと思います。私は指標の

２つ目の地下街の避難訓練は一定程度、１年間で伸びた分は評価できると

思いましたが、目標値まで行くには少し高いようには思いましたが、ご説
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明を伺いますと、既に責任者等も定められており、今後その計画に基づい

た活動が期待されるようです。これらの点を鑑みますと、恐らく今後上が

っていくことが推定されます。そのため、３から４というふうにさせてい

ただければと思っています。 

 今後の方針も、以上を踏まえて、３から４にさせていただければと思い

ます。現在の体制整備なども今後もぜひ継続していただきたいところです

が、施策の名前にありますが、最終的な目標はみんなで助け合うというと

ころが最終的な目標です。これは民間事業者さん、特に千代田区さんです

から、民間施設、そして地域、昼夜間の区民の皆さんとの連携がやはり必

要と思います。これらの課題は意見としてさせていただければと思ってお

ります。 

 以上を踏まえまして、総合12点で、多分Ｂのままになります。以上です。 

湯浅委員  はい。 

 では、須田委員、よろしくお願いいたします。 

須田委員  はい。私は、全体４、評価を３つともしているんですが、これは先ほど

申し上げたとおり、その評価基準の点数基準の「やや評価できる」という

ところで考えております。それで主な取組みのところは、松井委員のほう

もございましたけど、昼間人口約85万人というところで、役所ができるこ

とというのは限られてくると。で、発災直後の地域の連携そのものがやは

りキーになるだろうと。そこは減災という視点ではかなり大きくなるの

で、こういう３つに限らずこの取組みをいろいろ相互に絡み合わせて、そ

れからあと地域の、大手町・丸の内・有楽町地域の協議会みたいな、要す

るにしっかりしたところと連携をしていくことによって、公助部分がかな

り外れていくと。実際に阪神・淡路の話を聞くと、地域の皆さんの助けが

ほとんどで、公助の部分というのは非常にこう、パーセンテージも少なか

ったと聞いておりますので、やはり実際に事が起きたときというのは、

我々もいろいろな施策を講じていても役に立つかどうかというのは疑問

なわけで、やはり地域協力態勢というのが必要になってくるんだろうと思

います。しかも、昼間人口の多いところの区の特性でもあります。それか

ら、指標のところですが、私が評価したのは、２つ目にある地下街の訓練

実績が現状値で25％になっているというところで、みらいプロジェクトの

中の数字の降雨量で見ると、その１時間当たりとか１日当たりの最大雨量

が上昇傾向にあり、地下街に水が流れていく実態というのは外せないだろ

うというところで、自助、協助の重点的な部分であり、昼間区民の防災対

策につながる大きな指標ではないかと思いました。 

 今後の方針のところは、区民の重要度がかなり高い、区に求める役割も

かなり大きいと思いますが、実際のところも、先ほど申し上げたとおり、

どの程度機能するのかということと、大きな評価ができるのは医療体制の

話で、その部分が地域ごとに医療体制を組んでいるというところです。全

体の部分としては、地域防災計画ですとか医療体制といったものを含め
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て、公助の役割としつつ、先ほどの要援護者名簿の関係も、自助、協助と

いうものを我々は、アピールしていく必要があるだろうと。今後の希望的

観測と先ほども申し上げたんですが、そこも含めて最終評価もＢにさせて

いただきました。 

 以上です。 

湯浅委員  はい。 

 では、大矢委員、お願いいたします。 

大矢委員  はい。よろしくお願いします。 

 まず、先ほどどなたかの委員もおっしゃっていたように３月11日は直下

型じゃなかったので、直下型のときどうなるのかなというのは確かにあり

ます。で、３月11日、各大学でいろいろ、何万人と受け入れてくれたけど、

あれも３月11日ですから、大学がちょうど春休みで学生がいないときだっ

たので、学生が満杯に入っているときに本当に受け入れてくれるんだろう

かとか。あと、千代田区の特性として、皇居と大手町、丸の内、霞が関、

永田町の中で、ほとんどそっちは半分住んでいないんだけど、国、行政機

関とか企業の中枢機能、ここは一自治体としては、皇居を含めて、この辺

は手つかずのままなのか、それはもう、国の中枢なので国が、あるいは企

業の中枢がやるべき話なのか、あるいは逆に言えばそれが、帰宅困難者と

してはそこにいる人たちがまたどっと、押し寄せてくるという矛盾を抱え

ているから、逆に言うと、その辺を、逆に大きな建物とか頑丈な建物とか、

国の中枢ですから、そちらも利用するというようなことが将来は逆に必要

になってくるのかなという、その、千代田区しかない特殊性なので、区の

半分は人が住んでいませんよ、だけどそこにはほとんどの中枢機能がある

という、そこのところを今後どう捉えていくかというのは、新たな切り口

が、その辺はまだないのかなという気がします。 

 で、評価のほうですけども、こちら、標準的な点で、取組みについては

大規模災害発生時直後の緊急医療態勢の見直しだとか、病院、大学の協定

などにより、より現実的な対応になっているということで、また地域との

連携も引き続き力を入れているということで、評価を４としました。 

 指標に関しましては、皆さんもおっしゃったのと同じなんですけど、地

下街の避難訓練というのは、災害発生時によって多分ここはもう、水がぼ

っと来たら命に直結しちゃうと思うので、大変重要だなと思っていますの

で、たまたま今回の実施率25％というのは少し低いということで３にして

いますけど、目標値は100％になっていますので、100％というのは厳しい

設定なんですけど、これは地下街ということを考えたら、この100％の指

標は適切なんだろうなと思っています。トータルではその、今回の25％と

いうことを踏まえて３にしました。 

 今後の方針については、町会加入を条件に備蓄物資の購入助成をいたし

て平時からの地域との連携協定を促していくことなどは評価できますし、

補助金をもらった後も引き続き地域との連携協力を行っていくための仕
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組みが今後ますます必要になってくるかなというふうに思います。 

 最終的な評価ですけども、災害における自助、協助、公助は全て重要と

考えておりますけど、まずは自助によって自ら守ることが最も重要と考え

ております。そのことが減災につながっていくので、区の取組みとしては、

避難訓練を初めとして多くの取組みが自助によってつながっており、その

他協助、公助の力が要りますので、まず自助を推進するというのは非常に

重要だし、千代田区の場合はこの人口ですから、まずは自助を、職員も23

区の中では区に住んでいる割合が一番少ない千代田区ですから、自助とい

うことが非常に重要だなと思っています。判定総合評価はＢでいいと思い

ます。 

 以上です。 

湯浅委員  はい。ありがとうございました。 

 皆様の評価は比較的高評価をいただいているところです。多角的にご意

見をいただきたいところですが、それ以外でも進捗に関するような質問が

あれば、１つ、２つ、お時間をとりたいと思いますが、よろしいでしょう

か。 

須田委員  大学連携は、今どのくらい。広がっていないのですか。同じ状況でした

か。 

清水委員  大学連携はそんなに広がってはいないですね。そもそも大学の数が限ら

れているので。 

須田委員  増えていないですからね。 

清水委員  ええ。協定は企業が広がっていますけれども、大学はそれ以上は広がっ

ていないですね。 

須田委員  85万人のうち約10万人が学生だと言われているので、注視して。協助な

のか、自助というよりも周りを助け合う精神というんでしょうか、そうい

ったところも今後また、力を入れていただけたらと思います。 

湯浅委員  朝日委員。 

朝日分科会長  防災ということで不確定要因が多いことに基づいたご意見がたくさん

出ましたが、同様に10年後なので、オリンピックで来街者が一時的にすご

く増えることもあるかと思うんですけど、そこに関しては何かございます

でしょうか。 

清水委員 

 

 

 

 今のところは、オリンピックで来街者がたくさん来たときに災害が起き

たらどうしよう、こうしよう、という具体的な対策を考えてはいないです。

現実的にもう今既に多くの、中国人を初めとして観光客が、秋葉原、東京

駅周辺にかなりいらしているのも事実なんですけれども。 

朝日分科会長  今の取組みの延長上にはもちろんあることだとは思いますが、さらに直

前になると、国だとか都とかのほうからも対応についての話はあるかもし

れないんですが、この枠組みの充実度合いというのが、そのときに対応が

すぐ可能かどうかというところに依存してくるという理解でよろしいで

しょうか。 
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清水委員  そうですね。どちらかというと、意見はあるところだとは思いますけれ

ども、千代田区の場合には、災害という点で言うと、水という意味で、今

の九州じゃないですけれども、水害あるいは地震、火災、あるいは火山と、

いろいろ自然災害の要因はあるんですけれども、火山はもう、これはどう

しようもないかなと、現状。ある程度準備をするというのも一応は地域防

災計画にもありますけれども、ちょっと優先順位的にはなかなか。 

 火災に関しては木造密集地域があるわけではない。都市部の利点として

言えば、非常に千代田区は火災の延焼が広がるというような地域ではな

く、区内全体が地区内残留地区というふうに東京都から指定をされていま

すので、広域避難場所の指定も解除されているんですね。自宅なりにとど

まってくださいというふうにいう地域だと。そうすると、かつての関東大

震災のように火災が延焼して広がっていっちゃって命を落としてしまう

と、亡くなってしまう大きな理由としての火災というのもあまり考えなく

てもいいのかなと。非常に乱暴な言い方をすれば。 

 そうすると、あとは地震。津波もほぼ考えない。河川の氾濫って、こう、

一応は書いていますけれども、荒川氾濫と、こう一応ありますが、それは

国交省のほうでやっていますが、二千年に一度あるかないかという規模

で、しかも荒川が氾濫した場合に千代田では多少こうだろうというのはあ

りますが、その前にもっと千代田の前のところの荒川の区域が今回の九州

のような感じになって初めて千代田ということなので、仮に来たら垂直避

難をするしかないだろうというところもあり、優先順位的に言うと、ここ

も、やっていますよ。先ほどの話に、大事な話でありますからやりますけ

れども、するとやっぱり地震なんだろうなと。 

 地震で、じゃあ、命を守るためにはとなると、先ほど委員にいろいろご

指摘いただいたように、これ、どう考えても、公助として対策をとるより

も、自助でやってもらわなければどうしようもない部分がありまして、家

で潰れないようにする。兵庫県南部地震でも明らかですけど、家で潰れな

いようにする。だから耐震化をきっちりやってもらう。これはなかなか進

まないところもあって難しいんですけども、それと家具等の転倒防止をき

ちんとやると。こんな基本的なところが命を守る、けがを防止するという

ことが、千代田区内では非常に重要だと思っている。 

 これに加えて、その先ほどから議論のある昼間人口が非常に多いところ

というところということもあっての帰宅困難者というのは、もう容易に想

像できるし、帰宅困難者が出れば相当の混乱になるというのは東日本でも

経験しているんですよね。でも、帰宅困難者、ある程度の取組みを進めて

いってどんどんどんどんやっていきます、広げていきますけれども、それ

でも帰宅困難者は、先ほどの先生の話じゃないですけど、あふれ返るだろ

うというのは想像できる。でも、命を守る、けがをしないという優先順位

からしたら、帰宅困難者は、申し訳ないんですけど、そのうちいなくなる

でしょうというところはあります。 
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朝日分科会長  はい。よくわかりました。ありがとうございます。 

湯浅委員  それでは、お時間をかなり過ぎていますので、そろそろまとめさせてい

ただきたいと思います。 

朝日分科会長  今後の方針の評価を、考えさせていただきたいと言ったのを、４にして

ください。指標のほうは、27年度時点なので、今後の意見としては皆様と

同じですけど、３のままにさせていただきます。 

湯浅委員  そのほか評価のポイントが変わる委員はいらっしゃいませんでしょう

か。よろしければ、これで集計させていただきます。 

では、こちらでよろしくお願いいたします。 

朝日分科会長  ポイントの合計です。読み上げさせていただきます。 

 主な取組みが合計15、指標が合計17、今後の方針が合計20ということで、

全部の合計が56点ということで、評価はＢとなりました。 

 内容としては、おっしゃっていただいたとおり、進捗はなかなか評価と

しては高いほうかと思います。その背景となる議論が進みました自助、公

助、協助の役割、それからその機関、国、都、千代田区としての分担の議

論が必要だということです。一方で、事が起こったら最前線として対応せ

ざるを得ないということも踏まえて、そういった役割分担への仕掛けとい

いますか、誘導といった施策をすべきというコメント、議論が大勢を占め

たかと思います。 

 以上。ありがとうございました。 

湯浅委員  はい。ありがとうございます。 

 それでは、次の施策の目標の評価に入りたいと思いますが、ここで所管

部長の行政管理担当部長は退席、政策経営部長と交代となりまして、関連

部長の地域保健担当部長と所管外部長の子ども部長が退席となります。 

 ここで、交代の間に10分休憩をさせていただきたいと思います。35分ま

ででよろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。 

 （清水委員及び田中委員及び大矢委員退室、坂田委員入室） 

 （休憩） 

 

 （３）施策の目標36 

 

湯浅委員  では、皆さんおそろいですので、よろしければ始めさせていただきた

いと思います。 

 まず、ホワイトボードをご覧ください。委員が１人入っておりません。

こちらの施策の目標ですが、ちよだみらいプロジェクトに掲げています

37のうち、特殊な施策でございまして、本来は千代田区の基本構想、４

つの柱と20の課題の施策に入りますが、計画の実現に向けて、というと

ころでございまして、この施策を実現させるためにやっていく施策とい

うことです。ですので、関連部としては本来全ての部長が入るところで

すが、全ての部長それぞれにコメント、またはご意見いただくことが時
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間的に難しいので、代表して政策経営部長のほうでお答えをさせていた

だきます。また、全ての部長が所管部長であるということですので、内

部委員につきましても、本来、所管外部長で入るところですが、これも

政策経営部の部長が入り評価をさせていただくととなりますので、よろ

しくお願いいたします。 

 それでは、所管部の政策経営部長よりご説明のほうをよろしくお願い

いたします。 

坂田委員  はい。政策経営部長の坂田と申します。よろしくお願いいたします。 

 今後の計画実現に向けてということで、その政治風土といいますか行

政風土といいますか、まちの基本的なあり方というのも醸成するための

基盤的な施策ということになろうかと思います。36は区民の参画・協働

と開かれた区政を実現するということで、基本はやはり自治体でござい

ますので、住民自治と。しかしその前提となるのは、みんなが情報を共

有することということでございます。それは行政だけが秘匿していると

いうことではなしに、さまざまな場面で情報は区民と一緒に持つという

ことが基本になろうかと思います。 

 ご質問でございますが、１つは各指標の数値に昼間区民は入っている

んでしょうかというようなご質問でございます。 

 この36の指標、３つございますけれども、この一番右に数値の取得方

法というふうに入っています。最初の、区政に参加したことのある人の

割合、これにつきましては、実態調査ということで、夜間人口、いわゆ

る定住人口と、昼間人口ですね、昼間区民、これ、入っております。そ

の下の２つ、「町会や地域の活動等に参加したことがある人」、そして

「区に関する情報を得ていない人の割合」、これは区の世論調査を使っ

ています。そうしますと、これは定住人口だけを対象にしています。 

 次のご質問が、居住年数の短い方は、もともとの転出入の多さか近年

の傾向か、転入の多さかということでございますけれども、近年とりわ

け多いんですけれども、実は都市の性格上、やはりずっといるというこ

とはあまりないんですよね。 

 それは、もともと昭和30年代までは人口は12万人ぐらいいました。こ

のときはやはりまだ相当長くいらっしゃる方もおられたと思います。そ

こら辺からどんどん人口が減り始めまして、一時バブル期には３万9,000

人ですかね。これはこのままいったら３万人を切るなという勢いが感じ

られて、それで、この、前の評価の段階で住宅というのがありましたけ

れども、あらゆるところに公的な住宅もつくり、民間誘導もしてきたと

いう経過がございます。その中で、それが功を奏したということもある

んでしょうけれども、経済状況の変化なんですが、バブル崩壊後の、一

定程度地価が下がってきたり落ちついてきたりということで、平成12年

ぐらいから反転し始めました。徐々に回復基調になってきたんですね。 

 それで、私も住宅の担当、まちづくりの担当を昨年までやっていまし
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たが、ここ四、五年前までは、実は5,000人の住民が転出し6,000人の新

住民が入ってくるという傾向だったんです。そこで1,000人上積みされる

わけですね。今回、ここ近年は、6,000人が出ていって8,000人入ってく

るというような、つまり2,000人ずつの上積み傾向が直近では見られま

す。そういうことからしますと、もともと分母が四、五万人のところだ

ったんですけれども、そのぐらいの出入りはあるんですね。ですから、

近年はやはり転出入は相当多い。 

 とにかく社会増減ですから、ここは基本が。それは自然増というのも、

最近は子育て層も出てきているので、若干、数百名という程度ではあり

ますけれども、やはり社会増減のようですので、これは近年の傾向と、

過去からも、平成12年以降はそういう傾向は出てきているんですが、近

年はとりわけその転出入の、その分母に対して大きな動きであるなとい

うふうに思っています。 

 ご質問については以上でございます。 

湯浅委員  それでは、ただいまの、質問に対する説明と、その他の項目で何かご

質問のほうがございましたら、お願いしたいと思います。いかがでしょ

う。 

松井委員  今のことと関連しますが、指標では区政に参加された方の割合が下が

っています。地域活動も下がっていらっしゃるという事実は、6,000人出

て8,000人入り、2,000人を毎年度新しく迎えられている現状をご説明い

ただきました。これらの方々は所得層で言うとどのような方がいらっし

ゃるのでしょうか。そして、そもそも定住等を考えている方々が来られ

ているのでしょうか。若い世代だけが来て、一定期間生活した後は、例

えば小学校ぐらいに上がる時点には区外に出て行こうと考えている方々

なのでしょうか。これらの背景は、千代田区に住民としての根づきやす

さとも関わってくると思いますので、分析はどのようにされていますか。 

坂田委員  はい。これはきちっと分析をしたというより、ある意味皮膚感覚に近

いのかもしれません。そこは前もってお話しさせていただきます。 

 所得階層は相当高いと。高い方々が入ってきているかと思います。と

りわけ、昔と違って夫婦共働きが当たり前になってきていますので、合

算してということにもなるんでしょうけれども、そういう方々で、やは

り私も再開発をずっとやっていたんですけれども、そこから傾向として

見るには、やはりその所得層、社会的なレベルの、弁護士さんであると

かお医者さんであるとかという方々が多いというのは、そういう傾向が

あると思います。で、あとは、人口のこのピラミッドを見ますと、高齢

者の方も相当増えているし、今どんどん膨らんできていますけど、子育

て層も増えているという感じはあります。 

 高齢者層が増えているのは、やはり一時期バブル期に１回外に出まし

たよね、皆さん。この地価の、地上げやなんかも相当ありましたからね。

しかし――だから地方に住むという傾向もあったんですけれども、やは
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りここは何でも刺激の多いところですから、また医療、介護、その他の

機能も相当集積していますので、病院だって総合病院は大変ありますし

ね。そういうところで安心を求めて、むしろ刺激と安心を求めてまた都

会に戻ってくるという傾向もあろうかと思います。 

 子育て層は、やはり共稼ぎになり、職場に近い、交通至便だというの

はもう間違いないところですので、そういうところもありますし、もち

ろん単身の方々も、仕事の関係で来たり、もう価値観が相当多様化して

いますから、自宅は持っていながら、こちらでセカンドハウス的に小さ

なお部屋を借りて、それで一定期間居てまた戻るみたいな人もいます。

相当多様な住まい方をしています。 

松井委員  そういう方々に参加を求めるということは現実的でしょうか。一般論

としては、参加は重要だとは思います。しかし、現実としては参加でき

るものでしょうか。 

坂田委員  要するに、しかしこの土地で暮らしていく、あるいは仕事をしていく

というときに、やはりこの土地の、何ですかね、に対する愛着だったり、

必ず、人には出てくるはずなんですけれども、そういった部分で、自分

のその、そこが本当に言われるとおり難しいところなんですけど、この

土地の中で自分がそこに生きていくということに対してどういうアプロ

ーチの仕方があるのかという、多様な角度からやっていくことで、その

方々に対してのニーズというんですかね、それをつかまえていくという

ことが１つ大きな眼目になってくるのかなと思っています。 

 そして、その方々で、多様な住まい方、多様な価値観をお持ちの方々

でこの地域は成り立っていますし、またその先端的な動き、次の時代の

都市のありようというのを考えていかざるを得ないわけですから、そう

いう意味では、その方々のニーズをどう把握するかということが大事に

なってくるのかなというふうには思っております。そういうことでいろ

んなその情報提供の仕方というのも工夫はしているんですけれども。 

松井委員  はい。ありがとうございます。 

坂田委員  ちょっと不確かで、申し訳ございません。 

湯浅委員  そのほか何かご質問はございませんでしょうか。 

鈴木委員  じゃあ、ちょっと。評価票は拝見して、意見公募とか住民説明会とか、

いろいろと住民の方の意見を吸い上げるような機会は設けているんだと

いうことはわかるんですけども、やっぱり千代田区民の方々というのは、

多分この意見を言う以前の問題で、千代田区のことをあまりよく知らな

い方もかなりいらっしゃるんじゃないかなと思うんですね。今、例えば

首都圏近郊の自治体では地域大学みたいなことをやって、いろいろと、

地域のことを、歴史も含めて、一定期間、職員の方とかを中心に講義を

して、そういう関心、地域に関心のある層を育成していこうみたいなこ

ともやっていますので、そういうこともひとつご検討いただければ、特

に、退職されたような方を中心に、割とそういう真面目というか興味が
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ある層はいますので、そうやって、まずは情報をインプットしてもらう

と。アウトプットする前にインプットしてもらうというのが大事なのか

なというふうには思いました。 

坂田委員  はい。なるほど。そういう取組みも一方ではしております。実は生涯

学習関連のちよだカレッジですとか…… 

鈴木委員  なるほど。 

坂田委員  かがやきプラザという高齢者の施設があるんですが、そこでのかがや

き大学とかで、いろんな、千代田学みたいなものも、この土地の歴史か

ら何から――ここは江戸期からの歴史の重層というか、そういったもの

が随所に残っておりますので、そういうところに興味がある方ですとか、

まちのなり、構造、成り立ち、そういったところ、また文化、芸術的な

側面、そういう刺激も相当ありますので、そういうところで皆さん学ん

でいただきたい。また、そういう意欲の高い方が多いですから、大学を

つくったりということもやっています。 

鈴木委員  なるほど。ぜひ、じゃあ、そういう受講された層を一応リスト化して

おいて、例えば庁内で審議会を開催するときには公募の委員に優先的に

なっていただくとか、やっぱりせっかく勉強してもらったら、それ、本

来は使ってもらわないともったいないと思いますので、それもうまく、

ぜひ、学んだことを活かすような機会も、同時に…… 

坂田委員  はい。そこの循環も１つこのテーマになっていまして、過去からも随

分手がけてはいるんですけど、人材の登録制度とか、ここで学んだもの

をまた普及していただくとか、あるいはお手伝いいただくとかという形

での人材登録なんかもやっていますし、それぞれの場面ではそういう方

も活用しているということもあります。 

鈴木委員  なるほど。 

湯浅委員  朝日委員。 

朝日分科会長  関連するかと思いますが、参画を促す対象の性質が変わってきた、町

会と地域の活動というのをここでは一くくりに、町会や地域の活動とい

うふうに「等」と捉えているんですが、町会のような地縁によるものと、

今おっしゃられていたような勉強会だとか、何か目的を持って活動する

ＮＰＯ的なものの目的別の活動とは性質が違うので、アプローチも違う

かと思うのですが、その辺りはどのようなお考えをお持ちでしょうか。 

坂田委員  そうですよね。確かにコミュニティといったときに、実は区民それぞ

れはいろんなレベルのコミュニティに所属しているんだろうと思いま

す。それは趣味の団体で、趣味のことであったり、いろんな仕事の関係

かもしれませんし、いろんな形で仲間づくりなり、いわゆるコミュニテ

ィというのは形成している。つまり、ネットワークは多様な形で持って

いるんだろうなというのは考えています。 

 一方で、この地縁団体、要するに地域に根づいてこのまちのありよう

とか様子というものをきちっとこう、自分たちで住む場所は自分たちで
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何とかきれいにしようだとか、よくしようだとかという地縁団体。で、

これは、とりわけ必要性を感じたのは、先ほどの評価でもございました

けれども、やっぱり生命の安全を守るというやつですね。防災、あるい

は高齢になってからの見守りですとかというところから、やはり地縁団

体というものの重要性、これは幾ら都市的な生活をし、で、地方におい

ての近隣付合いがうっとうしいという人ももちろんいて、都会に出てく

る若者も大変多いとは思うんです。しかしながら、やはりここで近年起

こる震災等々を鑑みますと、やはり地縁団体というものの、地縁組織な

り近隣の関係の重要性というものは、やっぱり再確認せざるを得ない。

特に、防災の面じゃそうですし、高齢で単身でという方も相当、高齢に

なれば、最終的には単身になるんですけれども。そういう方の見守りだ

とかということも、孤独死というのも社会問題になったりしますので、

そういう方々も出てくるということになれば、やはり近隣の関係という

ものをなしにするというわけにはいかない。そこに重要な役割があるだ

ろうというふうに思っています。 

朝日分科会長  わかりました。 

湯浅委員  そのほかご質問はございますか。なければ、評価のほうに入らせてい

ただきたいと思います。 

では、また、朝日委員からお願いいたします。 

朝日分科会長  私は、この中では高いほうですね。 

 取組み、指標、今後の方針は３、２、３です。取組みに関して感じた

ことは、庁内の調査とか媒体の有効性を確認されており、区からの発信

に関する分析は充実しているんだけれども、一方、近年の転入傾向とか

高齢化とか、あと昼間区民の動向など、区民サイドの変化に伴う視点と

いうのがちょっと乏しいように思われました。さっきのお話を聞いてい

て、当初の転入の1,000人から純増して2,000人になっていると、その中

身のご質問に対してのことを聞いて思いました。所得階層が高いという

ことなので、基本的に時間価値が高い方たちがいて、参加に割く、地域

の活動に携わるところのハードルは高くなっているのかなと。 

坂田委員  時間がないということね。 

朝日分科会長  どちらかというと、千代田区側に参画してほしいいろいろなニーズが

あると思うんですね。防災であったり福祉であったりというニーズがあ

るかと思いますが、それに対して個人的なニーズが、属性から判断して

も負けてしまっている。時間価値が高い上に多分所得が高いので、教育

だとか、子育てとか医療とかに対しても、どちらかというとお金で解決

できる層ということがあるかと思います。 

坂田委員  そうそう。市場で調達するというのがね、実はあろうかと思う。 

朝日分科会長  ええ。そこがかなりミスマッチになっている層が入ってきて、増えて

いる可能性があるので状況が逆行している。環境として厳しくなってい

るために、目標に対する成果が厳しくなっているような印象は受けまし
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た。指標に対して、にわかの分析なのでわかりませんけれども、指標の

達成度合いの厳しさとして表れているのかなということを思いました。

指標自体は押しなべて低下しているので、評価自体はこのようにせざる

を得ないですが、状況に合わせて町会や地域、要は高齢化だとか、入っ

てきている属性が協働しやすいとか参加しやすいということもきちんと

見られるような指標を考えたほうがいいのではないかなと思いました。 

坂田委員  そうですね。 

朝日分科会長  それから、最後の今後の方針ですけれども、昼間区民も入っていると

いうご回答をいただきましたが、参加の趣旨からは会社のコミュニティ

とか、皇居をランニングしているとか、そういったいろいろな有効なコ

ミュニティがあるかと思いますので、行政のニーズ側に引きつけて参加

してもらうようなことで、昼間区民に対する視点を強化したらいいので

はないかなと思いました。近年の流入傾向の分析を踏まえた視点も強化

したほうがいいのではないかというところで、少し書きぶりが物足りな

い感じがしましたので、３ということになります。 

湯浅委員  ありがとうございます。 

 では、鈴木委員、よろしくお願いいたします。 

鈴木委員  はい。まず主な取組みで、区民参画の機会の提供ということですけど

も、意見公募とか住民説明会やアンケートは、これは比較的多くの自治

体がやってきたと思いますので、やはり千代田区はなかなか、先ほど来

の説明にもございますように、区民の参画が難しい条件を持っています

ので、もうちょっと、他の自治体でも取り組んでいないような新しいこ

とにも積極的に取り組む必要があるのかなと。 

 例えば、欧米の大都市なんかは、必ずしも区民というか市民参画が低

調かというとそうでもなくて、例えばニューヨークなんかだと、この街

区といいますかね、割と小さいコミュニティ単位で予算を配分しまして、

そのコミュニティの協議会で予算の使い道を決定するとか、名古屋市で

も一時期やろうとして、実験的にはやりましたけども、途中でやめちゃ

った例があります。あと、市町村合併したような地方の大都市では、結

構そういうコミュニティ予算配分制度に取り組んでいまして、例えばそ

のお金を街灯整備に使うのも街路の改修に使うのも、あるいは地域のイ

ベントに使うのもいいよというような、一定のルールのもとで予算執行

を地域に委ねるということで、決定権をコミュニティに少し渡して、そ

こで参画するインセンティブを与えるというようなやり方もありますの

で、そこも少し研究してみられてもいいのかなというふうに思いました。 

 あと指標は、確かにちょっと厳しい現状がありますけれども、ここの

指標は区民参画の部分とあと区政情報の指標はあるんですけども、協働

のところをちょっとはかるものがないですよね。 

坂田委員  そうですね。はい。 

鈴木委員  恐らく千代田区はさまざまな活動主体、大学や企業などがあって、協
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働を推進する余地はかなりあると。潜在性は高い区なんだろうと思って

おります。例えば協働の推進に関する協働の事業の数の増減とか、いわ

ゆる事業額がどうなっているかとか、そういったことを分析されると、

より進捗状況が把握できていいのかなというふうに。 

坂田委員  分析結果――後で。はい。 

鈴木委員  はい。 

湯浅委員  では、松井委員、お願いいたします。 

松井委員  はい。まず事前評価からの変更はございません。 

 主な取組みに関しては、さまざまな媒体で情報発信をされていること

は非常に高く評価ができます。私もマチイロで千代田区さんの動向を把

握させて頂いており、非常にいろんな媒体にチャレンジされているのは

評価できます。 

 問題としては、調査事業はかなりの量を実施されていますが、具体的

にこの施策の目指すべき目標である参加が広がっているかというところ

につながっているかどうかというのは見えていない点です。全庁的な協

力もこれには多分不可欠です。そのためこの部署だけではなくて、各事

業部署での状況につながっていることが見えないため、３という評価に

させていただきました。 

 指標は、まずは、情報提供されている、得ていない割合が目標値を達

成していることは評価できます。しかし、ほかの２つの指標は達成され

ていません。初期値よりも下がっているというのは、これは非常にゆゆ

しきことではないかと思います。特に区政に参加された人の割合が下が

っています。この施策自体での根幹から評価を見直さなければならない

点だと思いました。 

 今後の方針は、正直なところを言いますが、評価シートを拝見させて

いただいても、何を区としてやるかが見えませんでした。基本計画であ

るため見えないのかもしれませんが、具体的な予算等を見ても、事業レ

ベルでもはっきり言って見えません。多分個別の事業部署で参加の展開

をまず把握された上で、具体的にその部分での、事業レベルでの参加を

広げていくということに力を注がれるのがよろしいのかなと思います。

全庁的に情報提供を実施するとか、広報広聴を実施するというのは自治

体にとっては当たり前の世界です。むしろ個別事業ごとでの展開を期待

したいという感想を持ちました。やや厳しいようですが、１としました。 

 以上です。 

湯浅委員  では、須田委員、よろしくお願いいたします。 

須田委員  主な取組みから行くと、今、松井委員がおっしゃったように、いろん

なことをやっているよというのがありますが、パブリックコメントを１

つとっても、私の目からみると、アリバイ的にそういうことをやって区

民の意見をとったというようなところを活用しているんですが、実際上、

パブリックコメントと言えるほど大きな参加が裏付けられるようなもの
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ではないと思っています。いろいろな調査はあるけれども、今ポイント

というのは何かというと、この数字でも表れているように、無関心層、

区に対して無関心な人をどうやってこちらに向けていくかなというとだ

と思っています。 

 私は松戸市に住んでいて、松戸の市政というのに関心を持つかという

と、持たないですね。住んでいるにもかかわらず、何か例えば子どもの

ことがあるとか高齢になってどうしようと思えば、そこを頼らざるを得

なくて、その一つ一つを鍵にしていくというところがあるので、この担

当も全ての部というふうになっていると思うんです。 

 だから、我々、やはり、区民の関心度を高めていくという、全体的に、

こうやります、やります、と絵に描いた餅みたいに将来像を描いても、

そうですかで終わってしまうし、区民アンケートの結果の区民の重要度

からしても、75.4％というのは少ないし低い。普通このぐらい上がれば

重要度は高いということになるけれど、普通は大体90％とか、必要です

かと言われれば、80、90％の人は必要ですと答えるところが、70％台に

おさまっているというところは、やはりあまり関心がない。 

 子ども、子育て、高齢者介護とか、いろいろな部門での部分をどう捉

えていくかということが鍵になるので、先ほど先生がおっしゃったよう

に、変わったこと、今日の新聞にもあったのですが、葛飾区が情報をネ

ットで生中継というのがあって、ユーチューブで流す。これは職員がや

っていくんですが、ここに区民を巻き込むなどして何か別のことをやっ

ていかない限り、この数字というのは多分上がっていかないだろうとい

うところで、全体的な話になってしまいますが、情報報提供のあり方、

ＧＩＳだとか、オープンデータだとかというのも１つの方向ではあるん

ですが、人の心をつかむようなところを各部が考えてほしいなといった

ところで、主な取組みは３で、指標が２で、指標は先ほどあったように

全部下がっているというのは、もう評価できない。今後の方針としては、

新たな手法を考え直さなければならない時期に来ているんだろうという

ふうに思います。全体としてもさらなる工夫が必要だよということで、

Ｃというところであります。 

 以上です。 

湯浅委員  はい。ありがとうございます。 

 いろいろご意見をいただきましたけれども、政策経営部長のほうから

補足の説明があるようなら。 

坂田委員  指標については、確かに「区政に参加したことがある人の割合」が下

がっていますけど、なかなかとり方が難しいんですよね、参加。もちろ

ん、ここのみらいプロジェクトの中での94ページでも、参加の形態とい

うのはこんなことを言っていますといって、94ページ、これのまさに施

策の36が掲載されているところなんですが。区民との接触のいろんなバ

リエーションがあって、そのいずれにも参加していない人というのが
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49％いるから、残りはここで50％を――その他ですので、こういう手段

を参加と一応言っているんですね。ただ、これに限らないものも、実は

多様な形であるんだろうなと思います。いろいろなイベントにも参加し

ていただいている人もおりますしね。だから、指標の設定の仕方もちょ

っと難しいところがあるなというふうに思っています。 

 確かに、多様な価値観だったり住まい方、生き方みたいなものがここ

では渦巻いていますので、その指標のあり方というのは本当にいろいろ

ご指摘というか、教えていただければというのは思います。 

 先ほど須田委員からも言われましたように、ここで、やっぱり共通の

関心事となるようなこと、それに対してどうアプローチしていくかとい

うのが１つあって、それはやはり子育てだったり、介護のことであった

り。先ほども防災って言いましたが、防災は危機感がそんなに持続しな

いものだと私も思っているところがあるんで、そういった各層によって

関心事というのは一人の力でいかんともしがたいようなところもあるの

で、そこら辺を相当スポット的にというか、光を当てながら、こう、地

域に目を向けてもらうというようなこともあるんだろうと思います。 

 あと、鈴木委員が言われたように、住民参画の機会の提供の中で、い

ろんな外国の例もお話しいただきました。コミュニティ予算という形で

配分して、一定程度の決定権も与えると。そういう手法として、１つ、

エリアマネジメントみたいなのがある。これは、うちも試みはしていま

す。秋葉原一帯でＴＭＯというタウンマネジメントを展開したり、再開

発後のエリアについては、基本的にそのまちの維持管理もやってもらう

ということで、例えば大丸有協議会であったり、大丸有地区ですね、あ

とは淡路町の再開発後の、大きなエリアの中ではまちも巻き込んで地域

の美観、安全・安心、あるいはにぎわい創出とかというようなことも、

自主的に、自立的にやっていただくということを手がけています。つま

り、今まではまちをつくるで終わっていましたけど、そのメンテもやっ

てもらうという組織づくりも、きちっと、順次展開している。 

 そのときに、やはり確かに一番難しいのは財源の問題なんですね。財

源の問題というのは、本当はこのコミュニティ予算で、そこにＢＩＤみ

たいに落とせればいいんですけれども、そういう財政の仕組みになって

ないんで、そこを自立的にやってもらいたいということでいろんな規制

の緩和なんかをしまして、例えば道路を使って何かをするとか。本来は、

いけないというか一定の制約はあるんですけど、そこを、規制を緩和し

ながらお金の収入も得ていただくと。広告事業をやったり何をしたり。

ここだからできるというところもあるんですけどね。そういうことをし

ながら財源を捻出し、そして、そのエリアのメンテも図ってもらうとい

う取組みが、まだまだ緒に就いたばかりかもしれませんけれども、今の

ところ５カ所ぐらい、そういう形で面的なメンテということをやるよう

にしております。 
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 あとはご指摘のとおりでございますので、今後そういう、ここの住民

の特性みたいなものをきちっと踏まえた対応ということでやってまいり

たいというふうに思います。 

 ありがとうございました。 

湯浅委員  はい。 

亀割委員  あと、先ほど鈴木先生がおっしゃった協働の指標がなかなかとれない

というところがあったんですけど…… 

坂田委員  そうだ。 

亀割委員  実は、区のほうは、事業協力という形で、さまざまな事業で区内の大

学ですとか、専門の図書館とか美術館なんかと連携した事業協力という

事業をやっていたり、あと区民体育大会ですとか成人の日の集いをやる

際には、必ず青少年委員だとか、そういった団体との実行委員会という

形式で協働をとっています。それから、単なる、単に情報交換という形

で、人権擁護委員とか地域の団体等、あらゆる地域の情報交換という場

を設定して、結構な数、区の事業としてやっています。こういったもの

の参画を促すような区の事業の数を指標として設定するのが有用ではな

いかというご意見。という…… 

鈴木委員  そうですね。経年的な変化を何か数字で、協働がどれぐらい進んだの

か、あるいは停滞しているのかということがわかれば、いろいろ分析も

できると思いますので、それは事業数でも結構ですし、そういう…… 

亀割委員  参加者数の…… 

鈴木委員  イベントへの参加者数でも構いませんけども、何かあったほうが。 

坂田委員  そうですね。分析はしているところがありますので。 

鈴木委員  そうですね。 

坂田委員  はい。企業、ＮＰＯ、そこら辺の社会参画という形でも相当いろいろ

な取組みをしていただいていますんで。それと行政とのタイアップとい

うか協働という作業もいろんな場面で進んでいるのは間違いないところ

ですが、そういった指標がちょっとなかったものですから…… 

鈴木委員  取組みが進んでいることを一般の区民の方にももっと知ってもらうほ

うがいいかなと思います。 

坂田委員  はい。 

湯浅委員  ありがとうございます。 

 本当に参画と協働って非常に難しいと私も思っていまして、こちらか

らすれば参画いただいている、協働させていただいていると思っていて

も、区民の方からすれば、そんな少しでは参画でも協働でもないという

ような意識もあるのかなと思いまして、どこまで行けば参画と協働みた

いなイメージというのはどうでしょうか。 

坂田委員  やっぱり、事業レベルで考えたほうが…… 

湯浅委員  事業レベルになりますね。 

坂田委員  いいんじゃないのというようなお話も、さっき。 
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松井委員  アンケートも広く言えば参加とすることは間違いではないと思います

が、執行に関わるところにも実際関わっていただくのが協働ではないで

しょうか。所管を（全ての部）と書いてあると、むしろ、各部署では多

分俺の部が中心ではないという考えや、他の部署が行うだろうという思

いをもってしまうおそれがあります。しかし、そもそも全部の責任であ

ること、最終的には区長の責任かもしれませんが、もう少し自覚を持っ

ていただくのがよろしいのかと思いました。 

湯浅委員  ご意見ありがとうございます。 

坂田委員  さっきの防災のお話じゃありませんけど、企業も相当自分たちで避難

者を抱えるというようなことで、もう相当な参加をしていただいていま

すし、大学さんもしかりだし。あらゆるところで、法人、団体もみんな

区民だよという意識は根づいてきているなというのは思っているんです

けどね。そこら辺が表現しにくいと思っておりまして。 

湯浅委員  受け止めさせていただきながら、評価のポイント、特に変更ないとい

うことでよろしいでしょうか。 

 （「はい」の声あり） 

湯浅委員  それでは分科会長、最後の取りまとめ、よろしくお願いいたします。 

朝日分科会長  はい。順番に行きますと、主な取組みの合計が12点、指標が８点、今

後の方針が９点、全ての合計で29点ということで、最終的な評価がＣと

なりました。 

坂田委員  はい。 

朝日分科会長  ありがとうございました。 

 ご指摘がこの数字にも表れていることもあって、かなり議論がありま

した。まず環境の変化ですね。もともと千代田区の持っている特性だと

か近年の変化に対して、参加の形がいまいち対応した形になっていない

部分があるんじゃないかと。特に、無関心層だとか、新参画のニーズと

いう目で見るとそれがない方に対して、もうちょっと千代田区なりの特

有の試みというのをしていったほうがいいのではないか。特に協働、昼

間区民、またいろいろな活動をもっと広く捉えていったほうがいいので

はないかというご指摘が多かったかと思います。 

 あとは、この目標に対しての推進体制の成り立ちについて、政策経営

部として全体の情報をとって、それを統括して全体的なことをフィード

バックするというやり方よりも、もうちょっと事業部に寄り添った支援

の仕方であったり、バックアップの仕方が必要ではないかというご指摘

がありました。そんなところかと思います。 

坂田委員  ありがとうございました。 

湯浅委員  ありがとうございました。 

 

 （４）施策の目標37 
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湯浅委員  それでは、続きまして施策の目標37の評価に入ります。今回、委員の

交代はございませんので、引き続き進めさせていただきます。 

 それでは、政策経営部長より、いただいたご質問に対して、ご説明を

よろしくお願いいたします。 

坂田委員  はい。「質の高い、効果的で効率的な区政運営」ということでござい

ますので、ちょっとやりがいがというところ。 

 自治体というところは、もちろん役所ですから相当縦割りですし、ま

た、国、東京都、そして我々区と、それぞれの官庁の縦のラインの中で仕事

が組み立てられているのは、きっと間違いないんだろうなと思う。しかしな

がら、この地べたにおいては、それをどう総合するかというのが質なんだろ

うというふうに思っています。ただ、総合化するに際して、やはり幾ら使っ

てもいいとか、幾ら人を活用してもいいということではなくして、それが上

手に効果的にこの効果を達成するために最少の経費でどう効果を上げてい

くかということが問われているということなんだろうなと思っています。 

 その中の職員の資質向上という意味で、１つご質問いただいているのが、

海外研修制度の成果はどのような形でフィードバックされる体制になって

いるんでしょうかというご質問をいただいています。 

 海外研修、これは研修の中身としては、職員研修としてはいろんな多様な

種類があるんですが、海外研修もその１つで、平成28年度においてはイギリ

ス、ロンドンということで職員が５人派遣をされています。それぞれの職員

の問題意識といいますかね、行政に関わる問題意識というものを持ちなが

ら、それは事前に面接をしたりなんかして、それで外国に行って、一定期間

行って学んで帰ってきていただくということで、これは基本的には国際感覚

の涵養ですとか、職員個々の視野の拡大ですとか。そんなことで職員の資質

を高めるということが眼目でございますが、もちろん研究テーマによって持

って帰ってくるわけですから、それをきちっとその組織内で部内で共有する

ことは、報告書という形でも出してもらいますし、あるいは発表の場を持っ

ていただくというようなこともしています。さらに、行った方での座談会み

たいなものを開いて、そのときの感想なり、次に向けての課題というような

ことをやっております。それが海外研修ということに関して言えば、そんな

ところでございます。 

 あと、個人の自己啓発といいますか、個人のやはり、これは役所の側

で募集をして意欲のある職員を派遣しているんですけれども、海外に行

くという意味では、自分で研究テーマを見つけて自分でどこのまちの何

を見ていくと、見に行きたいという個々の発案があるわけですので、そ

こに対しては経費の４分の３の助成をするというような自己啓発の中で

の取組みもあります、海外に行くという意味では。そういうことでござ

います。それが１つのご質問に対するお答えです。 

 施策のもう一つが、施策の主な取組みと予算上のＬＡＮ運用などのＩ

ＣＴ関連予算との対応はどのように考えればよいでしょうかということ



- 37 - 

でございます。で、この趣旨が、ご質問の、確かに37番の「質の高い」

云々のこの施策に関して、ＩＣＴ関連の予算との対応といいますと、ち

ょっと見えないんですよね。で、何と申したらいいのか、特段の関連が、

どうもしていないような気がします。 

朝日分科会長  そうなんですか。 

坂田委員  ただ、少なくとも、それぞれの施策、要するにこれ、全ての区の施策

の中で基盤として動いている住民情報システムであるとか、そうすると、

税から住民基本台帳から、もちろん諸手当から、あらゆるところで19の

関連業務が住民情報サービスのシステムとして動いていますし、一方で

それを処理するための財務会計だとか意思決定過程、文書事務だとかと

いうのも大きく動いています。そういうのが全ての施策の中で支援をし

てきているという形をとっていますので、個々の事業に対してシステム

に係る経費がどのぐらいだという示し方は確かにしていないんですね。 

朝日分科会長  わかります。 

坂田委員  はい。そういう趣旨じゃないですか。 

朝日分科会長  私が質問したんですけれども、この施策の中でこの予算が掲げられて

いることはもちろんわかるんですけど、これ、あまりに基盤なので、施

策の10年後の目標に関連する成果としては特出ししていないという理解

でいいでしょうか。 

坂田委員  そういうことに…… 

朝日分科会長  もちろん項目としてはあるんですけど、目標のために成果として注視

する、注目していく事項としては特出しはしていないという理解で。 

亀割委員  そういう趣旨なんですね。 

朝日分科会長  はい。ということでここには書き込みがないという…… 

亀割委員  そうですね。これ、基盤なんで、我々でこれをやるに当たって事務用

品を整理したり、書棚を整理したりというイメージでやっているんで、

あまり関連付けてないんですね。その基盤にはさまざまな業務が乗っか

っています。 

朝日分科会長  そうですよね。単にそういう理解でいいんですよね。そこを推進する

ことをそれ単体でご判断するというよりは、いろんなものの基盤になっ

ているのでということで、ここでは特出ししていないということでよろ

しいでしょうか。 

亀割委員  そういうことです。 

湯浅委員  事務局側で質問の趣旨を間違えていまして、失礼いたしました。 

朝日分科会長  はい。いえ。 

坂田委員  はい。ご質問に対するお答えは以上でございます。 

湯浅委員  はい。それでは、議事を進めさせていただきたいんですが、当初の予

定時間11時半を間もなく過ぎようとしておりますが、お時間の都合でこ

れ以上は難しいという委員はいらっしゃいますか。皆様が、よろしけれ

ば続けさせていただきますが。 
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 （「はい」の声あり） 

湯浅委員  ありがとうございます。では、少し時間を超過いたしますが、進めさ

せていただきたいと思います。 

 ただいまのご説明とその他の事項につきまして、ご質問のほうはござ

いますでしょうか。 

朝日分科会長  海外研修制度についてのご回答ですが、例えば自己啓発として、もし

くは、基本的な国際感覚の涵養としてという目的は理解しました。座談

会とか報告書などで公開するという形でフィードバックしているという

ことも理解いたしました。でも、自分で目的を持って見てきたいことで

あるとか観察したいことがあって行ったとかいう部分もあるということ

なんですが、目先の事業に活かせるという視点は基本的には持たずに、

もちろん経歴として人事のときに考慮するということはあるかと思いま

すが、それは一義的な目的にはしていないという理解でよろしいですか。 

坂田委員  例えば、実は、先ほどロンドンにという話をしました。これは28年度

にしました。で、これは基本的にオリ・パラというのが東京で迎えると。

で、ロンドンはその前々主催国であったということがあって、そこら辺

はやっぱり１つそういう位置付けがあって、やはりその、迎える前と迎

えた後のまちの様子、これはハードもソフトも含めてですけれども、レ

ガシーというものをどうやって継承していくんだと。あるいはどういう

まちづくりに進んでいくんだという、ソフトもハードも含めて、そうい

ったところが１つ課題になっています。しかし、それはそれぞれの専門

分野が行く側のほうにありますので、まちづくりの人間だったらまちな

みがどう変わっていくんだ。バリアフリーというのはどういうふうにや

っていくんだみたいなこともあるでしょうし、それは福祉という分野か

ら出てくれば、前と後で人のケアなり人の扱い、共生社会に向けてどう

いう取組みをしているんだということもあるでしょうし、関心事はそれ

ぞれの部門において違うんだろうと思います。ただ、このロンドンとい

うオリ・パラを契機としたまちに行くというのは、やっぱりその前後に

おいてどうまちが変わってきているんだろうな。どう住まい方が変わっ

てきているんだろうなみたいなところがやっぱり１つポイントになっ

て、それぞれの所管にいる職員が自分の興味の中で、行政上の仕事上の

興味の中で参加をするということだったのだろうと思います。 

朝日分科会長  その行き先、大きな意味でのそういう意図は多少なりともあって…… 

坂田委員  あったということです。 

朝日分科会長  わかりました。 

松井委員  よろしいですか。計画の建てつけの話になってしまい恐縮ですけど、

この施策に指標が入ってないのはなぜでしょうか。 

 この施策にはさまざま事業が含まれています。いろいろ入っているた

め一義的に指標で捉えにくいのだろうという推測が立ちます、しかし、

むしろここで挙げられている事案は、指標になじむような事業も多くあ
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りそうです、10年後の姿で言うと、税や保険料の収納率向上は数字で出

る世界ですし、もう少し幅広いところで言えば、人事育成を働き方とい

う点で言えば、勤務時間をどのように管理しているのか、例えば超勤の

率はどれくらい減らしているのかとか、と捉え方次第で把握ができるも

のが多いと思います。 

 例えば「25年度の職員アンケートの内部評価が事務事業の改善に結び

つかないことを課題とされている」というふうに書かれているところか

らすると、アンケートに基づく職員の認識も１つの成果と思います。 

 以上からも指標を置かないという判断をされたのはなぜなのかを説明

いただけるとありがたいなと思います。 

亀割委員  多分、策定のときにアウトカム指標がいいなと。アウトプット指標だ

け並べてもしょうがないねという議論もありました。それで、10年後の

姿というのは、ご覧のとおり、効率的な区政運営を推進しましょうとい

うことで、どの１つの指標を達成したからといって、それが実現できて

いるかどうかというのもちょっと思い悩むと。その一部が達成できたか

ら、じゃあそれでこの目標が達成できたかというと、なかなかそうも言

えない。かといって何も書かないわけにはいかないので、その取組みの

ツールとして代表的なものを入れました。で、これに対する指標は単な

るアウトプット指標になってしまうので、この成果とのつながりがなか

なか見えにくいだろうということで、結果的に落としたと思われます、

経緯として。 

 ただ、今、先生からご指摘いただいた、そういうあらゆる観点からす

ると、間接的に回り回ってそちらにつながるだろうというご指摘は、こ

の頃の発想では、多分そこまで至っていなかったと思います。 

松井委員  アウトプットが把握出来るものが多いように思いました。もう少しア

ウトカム的な指標を入れるとよろしいかと思います、具体的には職員の

意識調査などを定期的に実施するのも１つのやり方と思います。 

亀割委員  そうですね。 

坂田委員  なるほど。それはそうだな。 

松井委員  無駄な残業は減ってよかったとかなどが把握できるとよろしいのかと

思います。 

坂田委員  ええ。ご指摘として承ります。 

湯浅委員  はい。 

 そのほかご質問などございましたら。 

松井委員  もう一つ、この取組みのところで職員提案が挙げられていますが、こ

れはどれぐらいの提案があり、提案内容の具体性はどの程度あるものな

のでしょうか。 

亀割委員  年に大体15件前後出てきています。 

松井委員  事務改善とかにつなげるほうの提案ですか。それとも、純粋に提案制

度でしょうか。 
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亀割委員  カテゴリーとして、自由提案、アイデアみたいなものもありますが、

事務改善というものもあります。具体的にこれの提案で採用されたよう

なものだと、近年、窓口にタブレット端末を置いて、聴覚障害の人に対

応しようですとか、人事異動に伴っての引き継ぎがなかなかうまくいか

ないんで標準的なマニュアルシステムみたいのを内部的につくりましょ

うとかというアイデアが、ここに採用されているという現状があります。 

松井委員  なるほど。 

鈴木委員  じゃあ、１点。公共サービスの民間開放の検討なんですけども、これ

も民間開放、民間委託というのは、メリットもあればデメリットもある

わけで、総合的に検討するということでよろしいと思いますので、どう

いう手続で指定管理者を導入するかしないか、あるいは導入した後の成

果の評価ですね。モニタリングですけども、それはどんな感じでどうい

う体制でやっていらっしゃるのか教えていただければと思うんですね。

所管部局だけでやっているのか、第三者的な財政部局とかも入って、そ

の辺は評価されているのか。 

亀割委員  まさに所管部は政策経営部となっておりまして、この辺のことを全て

政策経営部でなかなかやることが難しいので、政策経営部の役割として

は、この成果と課題に書かれてありますが、ガイドラインという形でお

示しをしています。 

 この民間開放のあり方という、まず理念的なガイドラインというのが

１つありまして、当然、費用対効果をはかるためにはこんな業務が効果

的ですよ。で、民間開放するに当たってはこんな手順、こういうような

流れで考え方ですというような、区としての共通認識を持たせるような

ガイドラインを策定して、所管課はそれに基づいて、ではこの業務は民

間委託できるだろうというような判断ができるような形の方向性をまず

定めています。それに伴って、特に、近年この自治法改正以降、指定管

理者制度の導入が増えてきてまいりますので、所管課でもって１つの判

断をして、指定管理の導入を円滑に進めたいというための、これもガイ

ドラインを策定していると。その中では要求水準にはこんなことを書く、

協定書には基本形としてはこういうことを記載する、それからモニタリ

ングに関しても、基本的にはこの年次にこういったモニタリングをやる。

これをやるに当たっては外部の機関を頼んで、所管のほうでもって進め

ていくというのがマニュアルといいますか、進め方というところを政策

経営部のほうでお示ししていると。それに伴って円滑に指定管理制度を

各所管課で導入と運用をしていただくというような取組みなんですね。

したがいまして、なかなかそれに直結するような指標もなかなか難しい

かなというのもあります。 

鈴木委員  基本的には所管課が判断をし、モニタリングもすると。 

亀割委員  そうですね。そういうふうなことを促すような形の取組みを政策経営

部のほうでガイドラインとしてやっているということです。 
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鈴木委員  やっぱり、その指定管理の妥当性を判断するときには、所管課という

のは当事者に近いので、どうしても客観的に本当はどうなんだろうかと

いうところがあると思うんですけども、そこのチェックは…… 

亀割委員  導入の際にはもちろん首長へのレクがあり、予算要求して、査定の中

で、これは本当に有効か有効ではないかという判断のもとに予算化がさ

れるという流れとなっていますので、最終的には、しっかりと区として

の判断というのが入ります。 

湯浅委員  朝日委員。 

朝日分科会長  効果的で効率的なというと、幅広くて指標が出しがたいというところ

もよくわかるのですが、めざすべき10年後の姿と取組み成果を観察して

いるところの取組みが対応していないので、とても評価しづらいですね。 

 例えば受益者負担の適正化というところは財政の情報もないし、先ほ

どのＩＣＴの活用のところも、予算としてはすごくシステムが大きいの

で何らかあってもいいのかなと思うんですよね。やはり成果指標をぽつ

ぽつばらばら挙げても難しいというのはあるかもしれませんが、何らか

の形で観察可能ではないと評価自体が難しいなというのを感じました。 

 あと先ほど、全部が全部ではないんですが、特に行政評価、人材育成、

職員提案の実施などの辺りは、職員の方の要は意識に基づくところがあ

ります。行政評価でも過去にアンケートをとられていて、何が一番職員

のやる気をそいでいるかといったら、何に使われているのかフィードバ

ックがわからないということがやる気をそいでいるという結果がありま

した。区民提案の実施や職員参加も、職員参加自体が目的になってしま

うと、効率的というのとはむしろ逆行してしまうので、参加したことが

何に結びついたかということを見ていかないと。最終的な効率性にむし

ろ効いてくるのはその部分というような経験がかつてあったかと思いま

す。先ほど職員アンケートというのが、成果の１つとして少なくとも部

分的には網羅できる、観察できるものじゃないかなと私も感じました。 

 以上です。 

坂田委員  なるほど。ありがとうございます。 

湯浅委員  ありがとうございます。 

 今後、このつくり方というのは、もう少し考えさせていただきたいと

思います。 

松井委員  計画が、まさに建てつけなんだけど、37にしたことが、この37番目が、

何か表現は悪いんですけど、ごみ箱のように…施設関係の費用とかも臨

時職員系の費用とかも全部ここに入っていたりとか、要するに議員も入

っていたりとか、ここで見ると、何でも入っているんだなと。だから、

ごみ箱というのが不適切であれば、例えば、すばらしい、広い収納だな

と…… 

湯浅委員  ご意見ありがとうございます。 

松井委員  大き目の収納箱がここであったということなので、ちょっとその辺の
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整理、建てつけの問題なのかなと思います。 

坂田委員  そうですね。 

松井委員  人事は人事で、それはあったほうがよいと思います。それこそ。施設

管理は施設管理で伺ったほうがよいと思います。ＩＣＴはＩＣＴで伺っ

たほうがよいと思います。 

湯浅委員  ありがとうございました。 

 それでは、よろしければ、それぞれの評価に基づきまして、今回、指

標の定めがございませんので、２つの項目になりますが、朝日先生から

お願いできますでしょうか。 

朝日分科会長  主な取組みのところは、先ほどから出ているように議論が多岐にわた

っています。行政評価に関しては、体制自体を充実化させていています。

ＰＤＣＡでつながる形で成果を反映できる体制というのは、教科書的に

はあるようで、なかなかそこを構築できているところも少ないですので、

充実化が図られていると思います。この成果の反映は、体制を変えたと

ころなのでこれからだと思いますけれども。 

 それから、ＩＣＴと研修制度についても理解いたしました。４という

ことで、変わりません。 

 今後の方針ですが、枠組みが評価可能な形になっていない項目が多く

て、評価しがたかったというところが３という数字に表れている。 

 あと、今申し上げた職員参加などの職員に関することについては、も

うちょっと評価可能なやり方があるのではないかという点で３です。 

湯浅委員  ありがとうございました。 

 続きまして、鈴木委員、お願いいたします。 

鈴木委員  はい。主な取組みは４点とさせていただきましたけれども、確かに指

標がありませんので成果をはかりがたいところはありますけども、この

行政評価なども含めて、他市区町村の現状をある程度知っている身から

すると、いろんな取組みをやっていらっしゃることは間違いなくて、こ

れ、成果は見えないにしろやっていることは確かなので、その点で４点

というふうにさせていただきました。 

 １つ、ちょっと気になるのは、区民アンケートで、この37番の分野は、

重要度認識が12位、結構高いんですね。それにもかかわらず満足度は27

位にとどまっていると。これは私みたいな地方行政の研究に携わってき

た人間から見ると、千代田区の取組みは結構進んでいるということを知

っているんですけども、一般の区民の方は他区市町村がどんな効率性な

のか知りませんので、当然何かこう、一般的に見て、役所というのは無

駄が多いんだろうというふうなイメージで判断されているんだろうなと

いう感じがします。その辺のこの重要性認識と満足度のギャップをもう

ちょっと分析、なぜこういう乖離が出ているのかということなんですよ

ね。その辺の取組み内容をわかりやすく伝えるとか、他の区ではやって

いないこんなことをやっていますよというところを伝えることで、もう
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ちょっと、頑張っているのかなというふうに思ってもらえるんじゃない

かなという気がいたします。 

坂田委員  はい。ありがとうございます。 

湯浅委員  ありがとうございます。 

 では、松井委員、お願いいたします。 

松井委員  当初の提出分から変更ございません。 

 主な取組みは、多種多様に大変進められているので大変評価ができま

す。ただし、評価という点からは、かなり定量化できるものがたくさん

ありそうです。内容が定性的な記述にとどまっているため、実際がどこ

まで行っているのかというのがよく見えません。取組みがあることはわ

かりますが、成果がどこまで行っているのかわからない。評価という点

では今回は３という評価にさせていただきました。 

 あわせて、指標の点も、先ほど言った職員向けアンケート等も含めた

取組みを今後展開していただけると、指標の見える化というのか、成果

の見える化につながるのではないかと思います。 

 今後の方針は、まずはこれもこれまでどおりぜひ展開をしていただき

たいとは思います。具体的な内容を示していただきたいというのが、こ

れは多分先ほど鈴木先生がおっしゃったところとも関わると思います

が、区民に対しての見せ方という点も含めて、具体的な内容をしっかり

と見せるというのが課題かなと思いました。これも３という評価をさせ

ていただきました。 

 以上です。 

湯浅委員  ありがとうございます。 

 では、須田委員、お願いいたします。 

須田委員  主な取組みは４ということで、変わりません。10年後の取組みを実現

させるためのこの主な取組みはかなり幅広だとは思いましたが、逆に言

うと、これをやれば効率的・効果的な運営ができるかというところも疑

問は残ります。数多く挙げていることはよいと思いつつ、４ということ

で「やや評価」としました。 

 この実現に向けては、この２番目にある人材育成、これがキーだろう

なと私は思っています。先ほど朝日先生のほうから、海外研修のフィー

ドバックの話がありました。私の答えとしては、これに行った人はオリ・

パラ担当になるとか、まちづくり部門に行くとか、それから少なくとも

国際担当部署に配置するとか、そういうようなことだろうと思っていま

す。そういったことを実現していくことが少しずつではあるけれども、

効率、効果的に結びついていくと。その前にその人材育成というのが必

要であって、そのためにはいろいろな手法があると思います。大学への

研修だとか、企業の研修とか、それから先ほど鈴木先生がおっしゃって

いた指定管理者。指定管理者のモニタリングに、現場の職員だけじゃな

くて、別の政経部の職員が参加する。それはしていないですか。 
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亀割委員  モニタリングは、していないです。 

須田委員  そういった具体的な、人を育てていくということをやらないと、千代

田区は、仕事がどんどん増えていく割に職員数が増えていかないという

ところもカバーできなくなってくる。この項目でとりあえずやってみよ

うよというところでの４です。 

 今後の方針としては、区民の重要度は高いけれども、具体的に何をど

ういうふうにというのが、多分政策経営部だけでは無理で、ここは庁内

議論を各部の庶務担当課長会とか、いろいろな部内会議とかを使って、

10年後の姿というのを自分たちでどうやって描いていくのかを真剣に考

えていかないと、政策経営部がやろうよと言ったとしても、人事配置だ

とか研修だとかというようなところでは成果は出てくるだろうけど、37

番目に置くのがいいのかどうかも含めて、かなりなウエイトを占めるん

ではないかと思っております。で、４となります。 

 それから、判定評価はＢですけど、この二次評価というのは初めて学

識経験者の皆さんを入れてやっているので、公務に浸かっている人の意

見ではないので、人材育成だとかジョブローテーションだとか、指定管

理者のあり方とかといったものを洗い直すというか立ち止まって考えて

みる必要がある。10年後、本当に大丈夫かというのを見る大きな機会に

しなきゃいけないだろう思っていて、評価はＢです。 

 以上です。 

湯浅委員  はい。ありがとうございます。皆様の評価もほぼ同じようなご意見か

と考えておりますが、そのほかございましたら１つ、２つぐらいのお時

間になってしまいますけれども、ご意見、ご質問、よろしいでしょうか。 

松井委員  大抵、海外派遣に自前でご負担するよりも、例えば自治体国際化協会

のような機関に人を派遣して、そこからこう行く。あれも自弁になるの

かもしれませんが。現代で、なかなか積極的に海外に行かせる自治体は、

やはり豊かな自治体でなければできないと思います。 

 海外派遣からの区政へのフィードバックは実際には難しいかなと思い

ます。単に行って、見て、おもしろかったではなく、実際海外でも仕事

の経験を積むことが、帰国後にも区政で使える人材になるのではないで

しょうか。これはあくまで感想です。 

湯浅委員  はい。ありがとうございます。 

坂田委員  確かに、はい。 

湯浅委員  そのほかなければ、分科会としてのまとめをお願いしてもよろしいで

しょうか。 

朝日分科会長  はい。点数ですね。主な取組みが15点。指標は数字がありませんで、

今後の方針が14ですね。合計で29ということで、指標なしの基準でＢと

いうことになりました。 

 点数の割に、大きなコスト的課題について多く議論が出ましたね。人

材とかシステムとか、あまりに基盤的なものと、ちょっと１つの目標に
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ぶら下げるには困っちゃうなというものが混在していて、評価可能な、

見える化というのが難しいという、評価の枠組みのほうの課題が大きか

ったですね。個々の観点もいろいろ出ましたけれども。全体の振り返り

のところでの議論につながるところが出てきたかと思います。 

 ありがとうございました。 

湯浅委員  ありがとうございました。 

 

４ その他 

 

湯浅委員  そのほか、本日の分科会で何かご意見ですとか、次回を踏まえたご意

見がございましたらお伺いさせていただきますが、よろしいでしょうか。 

 （「なし」の声あり） 

湯浅委員  はい。ありがとうございます。 

 それでは、以上をもちまして、本日の分科会、終了となります。本日

評価いただきました内容、ご意見につきましては公表させていただくこ

とになりますので、議事録のほうを作成させていただきます。後日その

議事録と公表用の主な意見を整理してまとめた評価結果表を送付させて

いただきますので、内容のご確認をお願いいたします。また、ご確認い

ただきました評価結果表につきましては、分科会の評価として全体会に

提出し、議事録につきましては区のホームページで公表させていただき

たいと思います。 

 また、効率的に分科会を進めさせていただくため、評価に関わるご質

問、追加の資料要求などにつきましては、できるだけ事前にご連絡をい

ただく形で、事務局のほうまでご要望の資料、ご質問等々いただければ

と思っております。ご多用のところ本当に申し訳ございませんが、ご協

力のほうをよろしくお願いいたします。また、開催通知の中でも改めて

ご案内させていただきます。 

 最後に次回の日程でございますが、７月の21日の金曜日午前中となり

ますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

 以上で、本日の項目、全て終了となります。皆様、ご協力ありがとう

ございました。 

 


